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は　じ　め　に

　子どもたちにとって安全で安心できる地域社会を築くためには，子どもたち自身の

危険予測能力や危険回避能力等を高めるとともに，学校はもとより，家庭や地域，関

係機関が互いに連携しながら子どもたちの安心・安全に関する取組を充実・発展させ

ていくことが重要となっています。

　京都市では，「地域の子は地域で守り育む」という伝統を基盤として，これまでから

保護者や地域住民の方々，関係機関の御理解・御協力・御参画を得ながら，地域社会

全体で学校安全や子ども安全に関する取組を推進してまいりました。現在，全市至る

ところで，ＰＴＡやスクールガードの方による地域パトロールの充実や「見守り隊」

等による子どもたちの見守り活動，また，あいさつ・声かけ運動の充実，安心・安全

に関する啓発活動など，様々な取組が展開されているところです。

　さらには，こうした取組を子どもたちの安全に止めることなく，地域全体の安心・

安全を目指した取組として発展させ「無理なく継続し，地域に定着させていこう」と

いう考えが広がってまいりました。子どもたちはもちろん，すべての住民にとって安心・

安全な地域社会の実現を目指し，地に足をつけた取組を弛みなく着実に進めていくこ

とが大切です。　

　本冊子は，平成20年度に京都市で実施した「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」

(文部科学省と警察庁の連携事業 )の報告書として作成いたしました。

　本冊子が，地域ぐるみで進める安心・安全なまちづくりの一助となれば幸いです。

　最後になりましたが，報告書の作成にあたり，御協力賜りました関係各位に対しま

して，心より感謝申し上げます。
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平成20年度　「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」
事　業　概　要

１　趣　旨
　学校の管理下における事件・事故が大きな問題となっている近年の状況を踏まえ，家庭や地域及び関係団体・
機関と連携しながら，学校の実情にあった学校安全ボランティア（以下，「スクールガード」という）の安全管
理に関する取組を推進する。（文部科学省と警察庁が連携した委託事業）

２　内　容
（1）�全市で「モデル地域」を1地域 ( 桃山南小学校 ) 指定し，「学校安全推進委員会」を開催して，地域ぐるみで学校安全に関する

実践的な取組を実施する。

○「学校安全推進委員会」（2回開催，時間は1回1時間30分程度）
　　＊メンバー：学校，PTA，各種団体，スクールガード団体，所轄警察署，学識経験者，教育委員会　等
　　＊内容：　１回目…挨拶・趣旨説明・学校の防犯に関する取組・スクールガードの実践・情報交換，
　　　　　　　　　　　警察及び学識経験者からの助言
　　　　　　　２回目…挨拶・活動の成果と課題・情報交換・警察及び学識経験者からの助言
○経費（物品購入予算）
　　モデル地域においては，学校安全関係の取組に対する消耗品を購入し，学校安全の整備を行う。
　　　（例）腕章，帽子，防犯ブザー等の防犯活動啓発用品及び防犯活動関連事務用品

（2）スクールガードを養成するための「学校安全ボランティア講習会」を全市で年3回開催する。

○第1回 ( 6月 )　講演会
○第2回 (11月 )　シンポジウム形式 ( モデル校の実践発表をもとに意見交換・シンポジウム )
○第3回 ( 2月 )　講演会
　※シンポジウム形式
　　・コーディネーター及びアドバイザー:学識経験者(藤岡一郎　京都産業大学大学院法務研究科長,谷口知弘　同志社大学大学院教授)
　　・シンポジスト :「モデル地域」の学校代表，PTA 代表，地域代表，見守り隊代表，
　　　　　　　　　　スクールガード・リーダー，警察・行政担当者等

（3）�警察官OBを地域学校安全指導員（以下「スクールガード・リーダー」という）に委嘱し，校区の巡回指導や登下校時の巡
回パトロール等を実施する。また，学校は必要に応じて，実情に合ったスクールガードの取組に対して専門的な考え方を聞
くことができる。

○スクールガード・リーダー
　・１人のスクールガード・リーダーが数校の小学校を担当する。
　・活動は週2日 ( 火・金 ) で，1日あたり2校区の巡回指導を原則とする。ただし，見守り隊等の活動状況や学校
　　及び地域事情等を踏まえ，曜日を変更した活動や下校時のみの活動も可とし，活動日を計画する。
　・活動は長期休業期間中を除き，年間90日を上限とする。
　・スクールガード・リーダーは，帽子・腕章・名札を付けて巡回指導等を行い，終了後，職員室の「活
　　動報告書」に記入する。また，管理職に状況等の報告を行う。
○学　校
　・月はじめに体育健康教育室から送付する「活動予定表」により，活動日を確認する。
　・スクールガード・リーダーが記入した「活動報告書」を確認し，学校確認印欄に捺印する。
　・毎月末，「活動報告書」のコピーを体育健康教育室学校安全担当へメールにて送付する。
　・年度末には，「活動報告書」の原本をまとめて，体育健康教育室学校安全担当へメールにて送付する。
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地域（校区）のようす
 桃山南小学校は京都市の南の端，伏見区の南に位
置しており，宇治市に隣接している。この地域は向
島と醍醐及び宇治市につながる道路交通の要所に
なっており，車での移動の通り道という要素を持っ
ている。京阪桃山南口駅付近には，多少の商店があ
るものの，校区のほとんどが住宅地であるという地
域の特徴がある。特に学校の南側の宇治市との隣接
地域に大規模な桃山南団地が広がっている。今な
お住宅地として開発
が進む地域ではある
が，校区の南西を宇
治川が流れ，近くに
桃山という小高い山
と木幡池という流水
池があり，野鳥の飛
来がみられるなどま
だまだ自然が残され
ている。
取組の概要
1�内側からの安全意識の育成（危険回避能力を育て
る取組）

　弱者としての子どもを狙う近年の様々な事件が報
道されるたび，子どもが
外遊びをすることについ
ても不安がよぎり，子ど
もを守るために細心の注
意を払わなければならな
い現状があることを認識
させられる。
　本校においては学校へ

の不審者の侵入に注意を払うとともに，安全な登校
下校へのサポート体制を整えている。また，地域の
方々の『地域の子どもは地域で守る』という熱い思
いは登下校をはじめ地域で活動する子ども達を見守
る体制にもつながっている。
　しかし一方で子ども自身に危険予測・危険回避能
力を育てることが大切である。学校への不審者侵入
時や家庭から外出した時などに不審者に対して無防
備な状況にならないよう，自分で自分を守る力を育
てる取組を進めている。
（１）学級活動
　安全教育・人権教育・道徳教育を柱に指導を行っ
ている。子ども達は，まわりの大人から見守られて
いるという基盤意識に支えられて，自分の心と体を
大切にするという意識を形成している。外側から
守ってもらっているという安全意識だけでなく，子
ども達自身にも自分の身を守るという安全意識の育
成が大切である。
（２）保健指導
　保健指導の内容としては，担任の学級経営の視点
とは違った養護教諭としての視点を持ち，担任と連
携して行っている。性被害と誘拐防止・知らない人
知らない場所・体の成長・大切な自分の体・二次性
徴・心と体のつながりなどの内容である。
（３）不審者侵入時の避難訓練
　耐震が施され防火設備を万全にしていても，地震
や火災に対する避難訓
練をするように，常に
子ども達に忍び寄る危
険を意識し，不審者侵
入についても本校の建
物の特徴にあわせた侵
入を想定し避難訓練を
実施している。

2地域・保護者（ＰＴＡ）・関係機関と連携した取組
（１）おはようフライデー
　毎日の登校指導に加えて，金曜日はＰＴＡと教職
員，地域女性会が連携して『おはようフライデー』
という取組をしている。付添登校を通して，「おは
よう」と呼びかけることで，子ども達が大人の温か

平成20年度　地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業

地域ぐるみの安心・安全　～子どもたちをとりまくネットワークづくり～
京都市立桃山南小学校　　校長　松葉　光彦
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な視線を感じるようにと願っている。
（２）〈夏祭り〉の自転車教室とＣＡＰワークショップ
　毎年行うＰＴＡ行事
の 一 つ ＜ 夏 祭 り ＞ で
は，自転車教室をし，
徒歩で歩道を歩くとき
や自転車で車道を通行
するときの違いや自転
車の安全点検について
体験学習をした。低学年児童については，NPO 法
人京都ＣＡＰに来ていただいてワークショップを通
して自分を守るということについて学んだ。担任教
師の指導とリンクさせた形で学習をした。
（３）�パトロール活動を中心とした子ども達を守る

学区体制
　スクールガードリーダーによる巡回パトロール
は，本校校区を広げた中学校ブロックでの情報が入
り，不審者出没の傾向と対策ができる。管理職を中
心にスクールガードリーダーとの情報交換を大切に
した。
　中学校区で組織されている地域生徒指導連絡会で
は総勢60～70名の大きな規模のパトロールを実施し
ている。また，『門はきパトロール』と言われる個
人有志による不定期パトロールも増えつつあり，時
間帯や曜日を問わず，常にパトロールが行き届いて
いる地域という印象がもてる地域を目指した。地域
住民の桃山南防犯推進委員会が行っている地域とし
てのパトロールには，学校から教職員も参加して常
にパトロールの連携を図ってきた。
（４）保護者と連携した緊急時の対応
　不審者情報が入った
ときなど緊急時には，
必要に応じて保護者と
連携した集団下校を実
施している。緊急時に
おける帰宅場所の確認
をする事前調査をもと
に緊急時下校連絡簿を作成し，状況に合わせて学年
別集団下校や町別集団下校のどちらかの方法で集団
下校を行う。また，緊急連絡により迎えに来た保護
者には集団下校の付添としてサポートしてもらって
いる。また，不審者情報が入った時は，ＰＴＡ地域
委員の寄り添い下校や朝の寄り添い登校についての
要請を行い，子どもを守る強い体制を見えるものに
して抑止力とした。
（５）携帯メール配信システムの活用
　不審者情報や緊急時の連絡が広く早く伝えること

ができるよう携帯メール配信システムの活性化を図
ることが必要である。日頃からＰＴＡからのお知ら
せやお願い，取組についてのお誘いなどを配信した
り，学校行事での子ども達の様子などを配信したり
することで，常に活用される状態を作っている。現
在の加入率は７６パーセントだが，随時受け付ける
ようにして加入率アップを目指している。

3独自の取組
（１）地域安全組織～安心ネットももみなみ～
　本校では，平成18年
度に発足した学校安全
推進委員会という地域
安全組織がある。名称
を『安心ネットももみ
なみ』といい，その名
のごとく地域に張り巡
らせた網の目で子ども達の見守りを行っている。
　構成は，学校として，ＰＴＡ見守り隊・教職員・
おやじの会・ＰＴＡ - ＯＢの組織の４組織。学区の
自治連合会として，自治会・体育振興会・少年補導
委員会・地域女性会・防犯推進委員会・交通安全推
進委員会・保健協議会・自主防災会・消防分団・市
政協力委員連絡協議会・日赤共同募金委員会・民生
児童委員協議会・社会福祉協議会・桃山南大島白寿
会・桃山大島白寿会・桃山南部桃寿会の16団体。合
計20もの組織の集合体からなっている。
　散歩・水遣り・門掃き・ランニングの際には，『安
心ネットももみなみ』の黄緑色の帽子を着用して，

「この地域は，みんなで町を大切にしています」と
いうメッセージを常に発信している。
（２）りんりんパトロールとワンワンパトロール
　パトロールに伴い，抑止力を不審者に常時，見
えるものにするために，ＰＴＡが活躍して，『子
ども安全の家』の旗の掲揚，ワンワンパトロー
ルのホルダー，りんりんパトロールのプレート
の配布を行って，地域住民の啓発を兼ねた取組
をしている。特に，ワンワンパトロールのホル
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ダーは，『犬の散歩』という毎日の決まった時間帯
に一定の時間のパトロールができていることにな
り，確実なパトロールができた。ＰＴＡ活動や地域
の取組の際に協力者を求めてのホルダー及びプレー
トの配布活動を行った。

成果と課題
　学校を中心とした内側からの安全意識の育成と地
域住民から自分が見守られているという外側からの
安全意識がより一層の危険回避能力の育成に繋がっ
ているといえる。外からと内からの両側からのアプ
ローチをした安全意識の育成は，子ども達の日常生
活を見ていて，効果的に働き始めていると実感して
いる。
　平成20年５月に全国報道された桂川殺傷事件の際
には，桃山南小学校付近が警戒地域になっていたた
め，警察からは，危険であるので一般市民のパトロー

ルは控えるようにとの連絡があった。子ども達の安
全のための確認パトロールができないということに
安心安全パトロールの難しさを感じた。
　学校安全推進委員会の定例会において，防犯委員
会の方から，地域の環境改善が子ども達の安全につ
ながるという話が出ていた。情報交換を大切にし，
常に高い意識で，安心・安全に対する質の向上を目
指し，安全体制の精選と維持を行うことが大切であ
ると考えている。
　安心ネットももみなみの黄緑色の帽子をかぶった
方の登・下校の地域での見守りは，確実な抑止力と
なっている実感がある。また，児童の安全意識とし
て，『自分が住んでいる地域を大切にするという意
識の形成』のめざした地域学習に取り入れたい。
　『地域の子どもは地域で守る』を合言葉に，今後
もさらに安心安全体制をもとに人と人のつながりを
強化し，機能のさらなる活性化をめざしていきたい。
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第1回　京都市学校安全ボランティア講習会
「入りやすくて見えにくい」場所に注意！

日　　時　　平成20年6月30日（月）　午後2時30分～4時30分

会　　場　　京都市総合教育センター　4階「永松記念ホール」
	 	 [ 京都市下京区河原町仏光寺西入ル ]
主　　催　　京都市教育委員会

共　　催　　京都市子ども安全会議
	 	 　　※「京都市子ども安全会議」とは
	 	 　　　　	人づくり２１世紀委員会,京都市PTA連絡協議会,京都市地域生徒指導連合会,京都

「おやじの会」連絡会,京都市学校保健会,京都市立学校長・園長会,京都市教育委員
会の代表で構成し,子どもの安全に関する重要または緊急の課題についての方策につ
いての協議・意見交換を行なう。平成16年4月設置

対 象 者　　見守り活動等を行っているスクールガードの代表及び教職員

参加人数　　350名

内　　容　　講演

	 	 「子どもを犯罪から守る方法」～犯人目線で危険予測～
	 	 講師
	 	 　立正大学　教授　小宮　信夫
	 	 　　　※小宮　信夫　氏のプロフィール
	 	 　　　　	中央大学法学部法律学科卒。ケンブリッジ大学大学院犯罪研究科終了。法務省，国

連アジア極東犯罪防止研究所，法務総合研究所などを経て現職。専攻は犯罪社会
学。現在，東京都「地域安全マップ専科」総合アドバイザー，長崎県「安全・安心
まちづくりアドバイザー」など全国的にも幅広く活躍されています。所属学会は，
日本犯罪社会学会，日本社会病理学会，日本被害者学会，警察政策学会，日本社会
学会，日本犯罪心理学会，イギリス犯罪学会。日本安全マップの考案者として全国
で技術指導に従事。

（ ）
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○まだまだ多い間違った安全マップづくり
＊正しいやり方とは
　・防犯効果があること
　・副作用がないこと　

○�「犯罪と予測」共通する予防策→予測すること　
予測できれば安全は守れる。

　台風も交通事故も予測できるようになってきている。
　予測する方法が一番遅れているのが犯罪の分野
　防犯ブザーや護身術は予防策ではない。使うときす
でに犯罪は起きている。

＊不審者を予測することは
　　不審者という言葉
　　→警察は犯罪が起きてから使う。
　　→不審者という言葉を使うのは日本だけ

＊不審者を予測することは不可能
　・障害のある人が不審者？
　・ 服装や姿かたち？　マスク・サングラス・黒い帽

子…本当にこういう犯罪者がいたのかどうか？
　・ 声かけなどのアクション？　実際の声かけの99％

は犯罪と関係のない健全なもの

＊ 不審者を強調すると，子どもにとって知らない大人
はみんな不審者になってしまう。

　・一歩間違えれば不審者として扱われてしまう。
　・ 子どもが大人から離れ，大人も子どもから離れて

しまう。地域の子どもと地域の大人の距離が離れ
ていく。

　・大人不審，人間不信を植え付ける。
　・地域はバラバラに，人間関係が切断される。

　→副作用が大きく，得をするのは犯罪者のみ

※ では，どうするか？　犯罪機会論という犯罪の考え
方→　場所が大事

＊犯罪の機会の多い場所と少ない場所がある。
＊ 犯罪者は犯罪の機会の多いところで犯罪をする。犯

罪の機会＝「犯罪が成功しそうな状況」

犯罪者の選ぶ場所がどこなのか予め我々に分かれば
　・先回りしてそういう場所をつぶしていく
　・犯罪の機会をつぶしていく
　・場所を改善していく
　・改善できなくても，そこでは十分注意，警戒をする。
　→ 犯罪者は手が出せなくなる。無理矢理手を出せば

一回で捕まってしまう。
　　　　　　　　　　　　　　
　→これが「予測する」ということ

○�犯罪現場に共通する二つの規準　→「入りやすい」
「見えにくい」

　「地域安全マップ」づくりでは，「入りやすい」「見え
にくい」という物差しを子どもに与えて，それでもっ
て地域を回りながらそういう場所を探していく。

＊二つの規準はあらゆる犯罪に通用する。
　・中学生が恐喝に遭う場所
　・痴漢や露出狂に遭う場所
　・オヤジ狩りに遭う場所
　・車上荒らしに遭う場所
　・空き巣にやられる家
　・薬物売買が行われる公園

「子どもを犯罪から守る方法」～犯人目線で危険予測～
立正大学　教授　小　宮　信　夫
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　・いじめが起こる場所
　・インターネット犯罪

　 すべて入りやすく，見えにくいという特徴を持って
いる。

　→ 危ない場所という意識を持っていれば犯罪は防げ
る。

　→ 危ない場所にいながら危ないと意識していないの
が一番危ない。

＊ 名古屋女性拉致殺人事件と川崎通り魔事件の４つの
共通点

　・バス通りから一本入ったところ（入りやすい）
　・ガードレールがない（入りやすい）
　・学校が横にある（見えにくい）
　・向かいの家から道路が見えない（見えにくい）

○�道を歩く人が，この道の危険性にどのくらい気付
いているかが問題

　→それを訓練していくのが地域安全マップ
　→ 変な人がいましたとかここで犯罪が起きましたと

かいうことを暗記させるものではない。
　→ ２つの規準でもって次の犯罪を予測していく力を

育てることが大切

○マップづくりの留意点
＊ 人が居る・居ないに関わらず一年中同じようなそこ

の風景でその危険性を判断させる。
＊ 人通りの有無で判断させるのは正しい指導法ではな

い（人通りの有無は偶然性に左右されるから）。
＊ 道の両側のよく見える家に人が居るか居ないかはど

うでもよい。居るかもしれないと犯罪者に思わせる
ことができればそこは安全である。

＊ 学校現場で指導するには各グループにつく指導者が
足りない。学校安全ボランティアの皆さんに指導員
になってもらいたい。
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第2回　京都市学校安全ボランティア講習会
子どもの安心安全の確保へ　知恵を終結

日　　時　　平成20年11月12日 ( 水 )　午後2時30分から午後4時30分まで

場　　所　　京都市総合教育センター　4階「永松記念ホール」
	 	 [ 京都市下京区河原町仏光寺西入ル ]
主　　催　　京都市教育委員会

共　　催　　京都市子ども安全会議

対 象 者　　見守り活動等を行っているスクールガードの代表及び教職員

参加人数　　300名

内　　容　　実践発表
	 	 　桃山南小学校 教頭　村井 千種
　　　　　パネルディスカッション

	 	 テーマ「地域ぐるみの見守り活動の推進にむけて」
	 	 ～地域・学校・行政の連携はうまくいっていますか？～

	 　・コーディネーター：	 同志社大学大学院	教授	 谷口　知弘

	 　・パネリスト：　　(学校 )		 七条小学校　校長	 籔内　徹雄

	 　　　　　　　　　　(PTA)	 桃山南小学校PTA会長	 塚原　史郎

	 　　　　　　　　(見守り隊 )	 市原野小学校　子ども見守り隊	 　福本　隆治

	 　　　　　　　	 福西小学校　安全見守り隊	 　松崎　　始

	 　　　　　　　　　　(警察 )	 川端警察署　生活安全係長	 　藤延　秀則

	 　　　　　　　　　(区役所 )	 右京区役所　まちづくり推進課長	 片山　博昭

（ ）
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実 践 発 表 桃山南小学校　教頭　村　井　千　種

　今日は桃山南小学校区の地域ぐるみの安心安全、桃
山南小学校の子ども達を取り巻くネットワーク作りに
ついて、学区の皆さんを代表してお話させていただく
ことになりました。桃山南小学校は京都市の南の端に
ある小学校です。京都市の南、伏見区の桃山上のまた
南に位置しています。徒歩３分で宇治市に入ります。
交通の面でも向島と醍醐、宇治市に繋がる道の要になっ
ていて、車を運転する側からの視点から言いますと、
行き来する通り道という要素を持っています。校区の
ほとんどが住宅地であり、京阪桃山南口駅付近には多
少の商店があるものの、学校の南側の宇治市との隣接
地域には桃山南団地という大きな規模の団地があり、
住まいとしての地域の特徴があります。
　近くには桃山という小高い山と小幡池という遊水地
があり自然が残され、年間通して様々な野鳥が飛来し
てきます。そして桃山南小学校の子ども達は大人が大
好きで、素直で子どもらしく外遊びを楽しむ元気一杯
の子どもそのものです。ところが今は以前のように子
ども達が大好きな外遊びをすることについて、元気だ
と手放しで喜んでいられません。近年の弱者としての
子どもを狙うような不審者情報や報道に心を痛め、子
ども達を守る事に細心の注意を払わなければならない
のが現状です。
　学校においても不審者の侵入に注意し、登校下校に
サポート体制を整えています。また毎月の学校安全点
検日には校内の危険箇所のチェックと改修 ･ 改善をし
ています。一方で子ども達自身が自分で自分を守れる

ように地震 ･ 火災と共に不審者についての避難訓練を
実施しています。
　ここで大切にしたいことは私たち大人が弱者として
の子どもをしっかり認識するという事です。子ども達
がお稽古事や友達の家に出かけたり、買い物などのた
めに外出する無防備な状態がある事を把握しておくこ
とです。そこで学校と家の往復の安全対策に加えて、
地域で過ごす子ども達を見守ってくださる地域の方々
の、地域の子どもは地域で守る、という熱い思いと繋
がってくるわけです。
　本校では平成１８年度に発足した学校安全推進委員
会という地域安全組織があり名称を安心ネット桃南と
いいます。構成は学校として PTA 見守り隊・教職員・
おやじの会・PTAOB の組織、学区の自治連合会とし
て自治会・体育振興会・少年補導委員会・地域女性会・
防犯推進委員会 ･ 交通安全推進委員会・保健協議会 ･
自主防災会・消防団・消防分団・市政協力委員連絡協
議会・日赤共同募金委員会・民生児童委員協議会 ･ 社
会福祉協議会・桃山南大島白寿会・桃山大島白寿会・
桃山桃寿会の１６団体の合計２０の組織の集合から
なっています。
　安心ネット桃南がこの名のごとく地域に張り巡らさ
れた網の目で子ども達の見守りを行っているわけです
が、外側から守ってもらっているという安全意識だけ
でなく、子ども達自身にも自分の身を守るという安全
意識の育成を目指す事が大切です。つまり学校におけ
る内側からの安全意識の育成です。
　一つ目に自分の体を大切にする。二つ目に自分の心
を大切にする。三つ目に友達を大切にするという大切
なことを挙げてみますと、これは本校の人権教育が基
盤になっているとも言えるかと思います。
　具体的な取り組みとしては、学級指導 ･ 保健指導・
不審者に対する避難訓練・CAP ワークショップ・夏祭
りの自転車教室などです。子ども達自身の危険回避能
力を育てていきたいと思っています。
　学級指導は安全教育 ･ 人権教育 ･ 道徳教育を柱に行っ
ています。子ども達が周りの大人から見守られている
という基盤意識に支えられ、学級経営を基盤にした自
分の心と体を大切にするという意識の形成と、地域学
習を基盤にした自分の住んでいる地域を大切にすると
いう意識の形成を目指しています。保健指導としては、
担任の学級経営の視点とは違った養護教諭としての視
点を持ち、担任と連携して行っています。性被害と誘
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拐防止、知らない人 ･ 知らない場所、体の成長、大切
な自分の体、二次性徴、心と体のつながり等の内容です。
　また低学年児童については NPO 法人京都キャップ

（CAP）に来ていただいてワークショップを通して自分
を守るという事について学びました。担任の先生から
教えていただいた事とリンクさせて学習しました。こ
のように外からと内からの両方からのアプローチをし
た安全意識の育成は子ども達の日常生活を見ていて効
果的に働き始めていると実感しています。
　今日の研修には学校安全のボランティアに関わって
おられる方が大勢と聞いておりますので、本校の子ど
も達を守る学区体制についてもう少し詳しくお話した
いと存じます。緊急時集団下校体制・携帯メール配信・
校区パトロール・おはようフライデー・登下校時の見
守りこのような取り組みの全体を学校が把握し教職員
の確かな共通理解と PTA や地域との連携を基に、管制
塔としての役割を学校が担っているととらえています。
　まず緊急時集団下校体制、不審者情報が入ったとき
に学校長が判断し集団下校を実施します。本校では緊
急時における帰宅場所の確認をする調査を基に、緊急
時下校連絡簿の作成をいたしました。学年別集団下校
または町別集団下校のどちらかのかたちが多いのです
が、授業をカットせずできるだけ日常に影響しないよ
うなかたちで行います。
　携帯メール配信機能を活用。緊急連絡によりお迎え
に来てくださった保護者も、集団下校の付き添いとし
てサポートしてくれます。PTA の本部からは地域委員
の寄り添い下校またはあくる日の寄り添い登校を連絡
します。安心ネット桃南との連携のために、連絡を密
にしています。
　本校は携帯メール配信システムを使って緊急時の集
団下校の連絡の他、PTA からのお知らせやお願いお誘
いなどを配信しています。また子ども達の野外活動に
ついて安心メールも取り入れ、常に機能している状態
を作っています。ただいま加入率が７６．２％ですが、
随時受け付けるようにして加入率アップを目指してい
ます。
　校区パトロールについては大きな規模のものを挙げ
てみました。教職員生徒指導委員会が中心となってい
る随時行うパトロール。地域生徒指導連絡会が年間に
計画実施しているパトロール。個人有志による不定期
パトロール。桃山南防犯推進委員会が行っている地域
としてのパトロール。本日も来ていただいていますが、
スクールガードリーダーによる巡回パトロール。毎日
の登下校に加えて、金曜日は PTA と教職員・地域女性
会が連携して、おはようフライデーという取組をして
います。付き添い登校をとおして「おはよう」と呼び
かける事で子ども達が大人の暖かな視線を感じるよう
にと願っています。安心ネット桃南の黄緑色の帽子を

かぶった方の登下校の地域での見守りは確実な抑止力
になっている事を実感しています。
　パトロールに伴い、抑止力を不審者に常時見えるも
のにするために PTA が活躍して子ども安全の家の旗の
掲揚、わんわんパトロールのホルダー、リンリンパト
ロールのプレートの配布を行って、地域住民の啓発を
兼ねた取り組みをしています。地域住民への呼びかけ
は自治会とも連携しています。自治会掲示板で不審者
警戒の掲示をしたり、散歩 ･ 水遣り・門掃き・ランニ
ングの際には安心ネット桃南の黄緑色の帽子の着用を
お願いしたりしています。この地域はみんなで町を大
切にしているなというメッセージを常に発信していま
す。
　５月に全国報道された犯人逃走の際には、桃山南小
学校付近が警戒地域になっていたため、警察から危険
があるので一般市民のパトロールは控えるようにとの
連絡がありました。子ども達の安全のために、地域で
潜んでいないかの確認パトロールをしたかったのです
が、そうはいきません。パトロールの難しさを感じま
した。
　今年度作成した緊急時下校連絡簿については、緊急
時における帰宅場所の確認をするために一部は電話で
の確認をしており、各担任が一時に電話を使用する事
になるため、少し工夫をする必要があります。学校安
全推進委員会の定例会において防犯委員会の方から「地
域環境の改善が子ども達の安全に繋がるよ」という話
が出てきました。情報交換を大切にし、常に高い意識
で安心 ･ 安全に対する質の向上を目指し、安全体制の
精選と維持を行う事が大切であると考えています。「地
域の子どもは地域で守る」を合言葉に、今後もさらに
安心･安全体制を確立し、人と人とのつながりを強化し、
機能の更なる活性化を目指していきたいと思っており
ます。以上桃山南小学校の地域ぐるみの安心 ･ 安全に
ついてお話させていただきました。ご清聴ありがとう
ございました。
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地域ぐるみの安心・安全

～子どもたちをとりまくネットワークづくり～

平成20年11月12日（水）

京都市立桃山南小学校

教頭 村井 千種

桃山南小学校

宇治市伏見区

安心・安全へのとびら

 学校は安全？

 子どもたちにしのびよる危険

 避難訓練→地震・火災・不審者

地域の子どもは地域で育て，

地域の子どもは地域で守る

弱者としての子どもを認識

学校安全推進委員会

桃山南桃寿会（老人会）

桃山南大島白寿会（老人会）

民生児童委員協議会

市政協力委員連絡協議会

自主防災会

交通安全推進委員会

地域女性会

体育振興会

ＰＴＡ ＯＢ

教職員

桃山大島白寿会（老人会）

社会福祉協議会

桃山消防分団

日赤共同募金委員会

保健協議会

防犯推進委員会

少年補導委員会

自治会

桃山南学区

自治連合会

おやじの会

ＰＴＡ見守り隊桃山南小学校

平成１８年度発足地域安全組織:安心ネットももみなみ

友だちを
大切にする

子どもたちの安全意識の育成

 学級指導
 保健指導
 避難訓練
 ＣＡＰワークショップ
 夏祭り・自転車教室

危険回避能力を育てる

心を
大切にする

自分の体を
大切にする

学級指導

 安全教育（安全学習・安全指導）
 人権教育（性教育・総合育成支援教育）
 道徳教育（道徳的な心情・判断力・実践意欲）

・健康や安全に気を付ける。
・生命を大切にする心をもつ。
・集団や社会との関わりを知る。
・日ごろ世話になっている人に感謝する。

学級経営を基盤として

まわりの人たちから見守られているという
基盤意識

自分が住んでいる地
域を大切にするという

意識の�成

自分の心と体を大切
にするという
意識の�成

①

③

⑤

②

④

⑥
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保健指導

 性被害と誘拐防止

 知らない人・知らない場所

 体の成長

 大切な自分の体

 二次性徴

 心と体のつながり

養護教諭からの視点として

養護教諭による授業

ＣＡＰワークショップ（ロールプレイ）

 理不尽な暴力を跳ね返す自尊感情を育成

ＮＯ‥‥いやだと言おう
ＧＯ‥‥その場を離れよう
ＴＥＬＬ‥誰かに相談しよう

�どもが持�ている大切な権利
・安心する権利
・自信を持つ権利
・自由に行動する権利

【NPO法人きょうとCAP】によるロールプレイ

ワークショップ

子どもたちを守る学区体制

 緊急時集団下校体制
 携帯メール配信
 校区パトロール
 おはようフライデー
 登下校時の地域の見守り

管制塔としての役割を持つ学校

教職員の共通理解 ＰＴＡとの連携 地域との連携

＊地域委員

＊地域�性会

＊�人会�団体

＊�人��

＊PTA

＊教職員

＊地域�性会

 全校町別下校
 同一下校時刻学年内地域別
 学年内地域別下校

緊急時集団下校体制

緊急時集団下校体制

 緊急時下校連絡簿の作成

緊急時における帰宅場所の確認をするアンケート

 町別集団下校と学年別集団下校

 メール配信機能を活用

緊急連絡により集団下校のサポート

 ＰＴＡ本部→地域委員の寄り添い下校

 安心ネットももみなみとの連携

携帯メール配信

 緊急連絡
 PTA委員会お知らせ
 PTA行事お願い
 PTA行事お誘い
 子どもの活動安心メール

加入数 ７６.2%

⑦

⑨

⑪

⑧

⑩

⑫
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校区パトロール

 教職員生徒指導委員会パトロール
 地域生徒指導連絡会パトロール
 個人有志による不定期パトロール
 桃山南防犯推進委員会パトロール
 スクールガードリーダー巡回パトロール

おはようフライデー

 PTA
 教職員

 地域��会

登下校時の地域の見守り 抑止力を見えるものに!

ワンワンパトロールのホルダー りんりんパトロールのプレート

子ども安全の家のみどりの旗

地域住民への呼びかけ

 ＰＴＡから不審者警戒の啓発掲示
 自治連合会から不審者警戒の啓発掲示
 帽子の着用

（散歩・水遣り・門掃き・ランニング）

桃山南団地1階の各入り口の掲示板

各町ごとの自治会掲示板

今後の課題

 一般市民としてのパトロールの限界

 緊急集団下校時の児童の親との連絡

 安心・安全体制の質の向上

 地域の生活環境と子どもの安全体制の精選
と維持，今後の発展

�有地��の�り�

⑬

⑮

⑰

⑭

⑯

⑱
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地域の子どもを地域で育て，
地域の子どもを地域で守る

⑲
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パネルディスカッション

○テーマ設定の趣旨

コーディネーター：谷口
　（同志社大学大学院教授）
　本日は，「地域ぐるみの見守り活動の推進に向けて」
ということで，特に地域と行政との連携が上手くいっ
てますかというテーマに絞って意見交換を進めていき
たいと思っています。連携が上手くいくと，1つの仮設
ですが，息の長い活動に，継続した活動になっていく
のであろうという見込がありまして，こういうテーマ
をつけさせていただきました。また，見守り活動が始
まって数年が経つわけですけども，最初のスタートの
時は，色々な危機感を持ち，熱を持たれてスタートし
ますが，年月を経るごとに継続していく上での課題と
いうのが色々な地域で出てきているようであります。
そのあたりも踏まえまして，今回はこのようなテーマ
を設定させていただきました。

○導入質問（会場全体での現状の共有）

コーディネーター　谷口
　まず，会場全体で皆さんがどういう思いをお持ちな
のかという事を共有したいと思います。私は，イエス・
ノーカードと呼んでいるのですが，このカードを使い
ます。青がイエスで「はい。」，赤がノーで「いいえ。」
です。第1問です。皆さんのご自分の学区についてお尋
ねします。「ご自分の学区は安心・安全である。イエス
か，ノーか。」。実に青が多いですね。ぱっと見た感じ8
割から9割が青でしょうか。ということは，安心安全だ
と思っていらっしゃるのですね。楽観的でよろしいで
すね。と一方ではなるのですが，一方では，活動され

ている自信というものが出ているのだろうと思いつつ，
やっぱり危機感が多少薄れてきているところもあるの
ではと感じます。続いて，第二問は，どういう連携で
活動されているかという事です。大きく分けまして，
ＰＴＡ中心で活動している，もしくは，地域中心で活
動しているの2つです。実際に見守り活動に参加されて
いるメンバーの数でお答えください。「私の学区は，Ｐ
ＴＡで見守り活動に参加している人が多い。イエスか，
ノーか。」。赤が7割ぐらいですね。ということは，数の
上では地域の方々にお世話になっている部分が非常に
多いということになるのでしょうか。
　第３問は，行政の連携についてであります。行政と
いうのは京都市，京都府，警察などのお役所です。「行
政からの支援は十分である。イエスか，ノーか。」。青
もありますが，98パーセントの人は十分でないとお考え
ですね。これは質問の仕方が悪かったですね。行政の
方ががっかりされているかと思いますけれども，これ
は欲を言えば，きりがありません。最近，政策は行政
だけがつくるのではなく，市民も企業も一緒になって
つくるとよく言われますけれども，行政に出来る事，
市民に出来る事，企業に出来る事，同じく出来ない事
もありますので，そのあたりの役割分担をきっちり見
極め，連携していくことが重要ではないかと思います。

4問目です。昨年度，ほぼ同時期にスクールガードリー
ダーの方の講演会をこのようなかたちで行わせていた
だきました。その時，皆さんからいただいたご質問，
ご意見の中で非常に多かったのが，下校時の見守りに
ついての質問でした。そこで，お尋ねします。「それぞ
れの皆さんの学校では，下校時の見守り活動は十分に
行えている。イエスか，ノーか。」。イエスの青の方が1
割５分から２割ぐらいいらっしゃいますね。今，青を
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挙げていただいた方は，お配りしている付箋紙にどん
な活動をしているのか，このような工夫をしていると
いうことを書いてください。皆さんで知恵を分かちあ
いたいと思います。そして，５問目です。「それぞれの
学区で見守り活動をされていて，活動の参加者は今で
十分そろっている。イエスか，ノーか。」。もうちょっ
と青が挙がるかと思っていたのですが，全体的に赤で
青がパラパラですね。今の質問と関連して，もう１問
だけ。「10年後も，今と同じだけの活動がうちの学区で
はできる。イエスか，ノーか。」。少し青が増えましたね。
10年後もきっちりできると自信を持っておられる学区
が２割か３割ぐらいあるようです。これは非常に心強
いことです。逆に，先々継続していく上での不安を感
じておられる学区もたくさんあることが分かりました。
今，皆さんからお聞きして，だいたいどういう風に思っ
ておられるのか，どういう状況であるのか，という事
を理解した上でパネルディスカッションに入っていき
たいと思います。

○パネリストの自己紹介と活動等の紹介

籔内（七条小学校校長）
　七条学区というところは非常に地域あげての安心安
全，防犯防災に関する取組が非常に盛んに，熱心に行
われている地域です。自主防災会はそれぞれの地域に
あると思いますが，今年，七条の自主防災会は内閣の
防衛担当大臣表彰を受賞するという，非常に栄誉なこ
とがありました。自治連合会長さんに聞きますと，地
域の自主防災会が表彰を受けるというのは稀というこ
とでした。こういった地域ですから，子どもの安全を
守ろうという熱意も非常に高いものをお持ちです。現
在，子ども見守り隊には101名方が参加していただいて
おりますが，これは子どもの数からいけば３人に１人
という状況です。加えて，今年度の８月から青色パト
が４台導入されました。手続が非常に大変だったそう
ですが，４台を交替に毎日１台廻ってもらっておりま
す。その横に付いていただく方も，地域から20人あま
りの方が交替にしていただいております。したがって，
放課後は４台のパトロールカーのうちの１台が必ず１

時間30分程，校区を廻っていただいている，そのよう
な熱心な地域です。

塚原（桃山南小学校ＰＴＡ会長）
　私も昨年ＰＴＡ会長になった時，先程のイエス，ノー
カードの皆さんの回答と同じで，安全な学区であると
思っていました。実は，昨年の今頃なんですけれども，
声かけ事案等が非常に頻発した時期がありました。先
生方もパトロールしますし，ＰＴＡもパトロールして
いたのですが，どうしていいのか分からなくなったの
です。とにかく夕方にパトロールをしていたのですが，
やはりＰＴＡといっても，ほとんどがお母さんですの
で，夕方に，ご飯時に継続して活動をすることは難し
いです。そこで，何とか地域の方にも活動を広げたい
なと色々とやってきたのです。例えば，ワンワンパト
ロールであるとかリンリンパトロールのプレートなど，
昨年の反省で今年はそういった事案が起こる前により
広く広めようということで行った活動です。例えばワ
ンワンパトロールは，昨年の事件の時に学区の人達が
集まる行事がないかと考え，学区民体育祭で何年か前
に作ったプレートを配布したのです。さらに広めるた
めにはどうすればよいかを考え，必ず年一度春先に行
われる犬の予防接種にはおそらく学区の犬はすべてく
るだろうと狙いをつけ，そこで皆さんにつけていただ
くよう活動をしたのです。これは，そこそこの量を配
布できたので成功しました。しかし，リンリンのプレー
トについては，今年も学区民体育祭で配ったのですが，
夕方から雨が降ったこともあり，数多く配布できなっ
かたので，今月末の自主防災の防災訓練にも配ろうと
考えているところです。色々と活動をしてきたのです
が，至らない部分もあって失敗した事も多々あります
ので，皆さんからのご意見をいただきたいと思ってお
ります。

福本（市原野小学校子ども見守り隊）
　私どもの見守り隊は，今年で５年を過ぎて６年目に
なりました。一時学校での不審者対策が色々とありま
して，朝の通学時間帯の見守りから始めましょうとい
うことで，仕事を終え定年された方なら時間があると
安直な考えでお願いに廻ったわけなんです。そしたら，

「なんぼ俺らが声をかけても，あの子達は返事もしない
のや。」というような声が返ってきたのです。私も不思
議に思い，校長先生に聞いたのですが，その当時，学
校では知らない人に声をかけられても返事をしてはい
けないということになっていたのです。そこで，こう
いうジャンバーを着てもらい，朝に立ってもらって子
どもに「おはよう，おはようございます。」と声をかけ
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ていただくことにし，子どもの方もちゃんと挨拶を返
しなさいと学校から指導していただいたのです。下校
時は，なかなか取り組めなくて，時間が空いている時
には立ちますけれども，皆さん下校時の時間が難しい
という状況です。登校時だけでは，今年で６年目になり，
色々な課題もありますが，最初は自慢だけしておくよ
うにとのことなので，これくらいにしておきます。

松崎（福西小学校安全見守り隊）
　福西小学校区の地域のこれまでの防犯は，当然ＰＴ
Ａや自治連の中にあります少年補導，交通推進委員会，
防犯委員会，地域女性会などがそれぞれ行ってきまし
た。しかし，児童生徒に対する事件が多発し，その対
応のために平成18年の初頭に福西自治連の方で児童生
徒の安全を見守る組織を作りたいという提案があり，
我々のこの会は，一般の住民で自主的に協力支援する
という方を募集しました。募集して集まっていただい
た約50名の方で見守り隊を創設し，現在に至っており
ます。現在は徐々に増え，60名になっております。先程
言いました自治連の各委員やＰＴＡなどにつきまして
も，それぞれ自主的に見守り活動を行われております
が，福西安全見守り隊としては，まったく独立した形
で実施しております。自主的にやれる時にご協力くだ
さいというような形を大きな基本に実施しております
が，非常に多くの方に毎日ご協力をいただいておりま
す。それ以外に，ウィンドブレーカーを着，腕章，名
札などを身につけて活動，啓発しております。それか
ら，のぼり旗や自転車，自動車などにステッカーを貼
ることにより，地域の方への啓発と，地域外の方にこ
の地域は皆で防災，防犯活動をしてしますというアピー
ルになりますので，のぼり旗を40本近く立てておりま
す。ちょうど２週間ほど前，隣の小学校の塀に「小学

○見守り活動を継続する上での工夫と問題
＜学校・地域の連携＞
・ どういう風に動けば学校が見守り活動の管制塔に

なってもらえるのか？現在までの流れはＰＴＡ→町
連　今後の動き方？

・ 学校側が望む子どもの守り方とは？見守り隊にはど
ういうことをしてほしいか？

・ スクールガードリーダーの方が子どもたちの登下校
の様子をまめに学校へ連絡する。学校の様子も逆に
ボランティアの方に伝える。

・ 学校安全の体制はできているが，その機能や質の向
上が不可欠である。学校を司令塔としてできること
からこつこつと働きかけていくことが重要と思う。

生を殺す」という非常に悪質な落書きがありました。
小学校は２日間に渡り，集団下校しました。その時に
は，見守り隊の方に全員電話をしましてご協力をいた
だきました。事ある時はちゃんと上手くやれるのです
が，日々は下校指導が難しい部分があります。この会
で私も学んだのですが，中学生は服を着ていないとな
かなか挨拶もできないのですが，決まった服を着て「お
はよう」とか言うと，恥ずかしそうに返事をしてくれ
ますし，ちょっと不審に思う方にも「こんにちは」と
挨拶をするようにしているのですが，その事は，空き
巣が先に声をかけられるとやる気が薄れ，効果がある
という事なので，日々頑張っております。

　以上４名の方にそれぞれの学区での具体的な見守り
活動について話をしていただいた後，行政機関から参
加していただいた川端警察署生活安全課生活安全係長
　藤延さんからは，子ども110番の家の設置経過や現状，
子どもに対する声かけ事案の防犯メール配信事業など，
児童の安全保護活動の紹介やポイントを解説いただき
ました。また，右京区役所区民部まちづくり推進課課
長　片山さんからは，右京区役所の事業の宣伝や安心
安全ネットワーク形成事業の取組状況の紹介がされま
した。

○ディスカッション
　会場の皆さんに記入いただいた質問（詳細は次項目
参照）を取り上げ，ニュース発行による情報発信，行
政の助成事業の活用，皆さんが見守り活動により得た
ものなど，パネリストの皆さんと会場が一体となって
熱心な話し合いが行われました。むすびにコーディネー
ターの同志社大学大学院　谷口教授から今後の見守り
活動の推進，継続のポイントが分かりやすく解説され
ました。

（各団体の連携が大切）
・ 学校側が声かけ運動をしたらどうかと思う。知らん

顔され，お任せのようで参加者が少なくなっている
原因の一つではないかと思う。

・ 本校だけかもしれないが，事件発生時に下校時の緊
急パトロールをするのだが，初日のみで犯人が捕
まっていないのに集団下校もしない。本当に危機意
識がない。実際，毎日見守ることができないので仕
方がないが…。

・ 自治連合会との連携が発足当時からよくない。よい
方策がほしい。
＜ＰＴＡとの連携＞
・ 町ごとに集団登校の集合場所に保護者が立ってい

パネルディスカッションによる参加者からの意見
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る。町によっては保護者が立てないところがある。
・ 若い人の参加は難しいと思うが，もし参加があれば

地域住民に対して好感を与えると思う。子どもの安
全に対して保護者の対応が感じられないという声も
多く，改善していきたい。

・ 働いている保護者が多い中で，どうすれば多くの保
護者に参加してもらえるか？

・ 本校ではＰＴＡ役員が継続して活動されていること
がすばらしい。ほとんどのところは１年で交代され
ている。

・ 保護者がボランティアとしてパトロールする難しさ
を感じたまま当番記録に書いてもらい，ＰＴＡ本部
で掌握して学校・諸団体と解決に向けて連携をとる
ようにしている。

・ 安心・安全を一番必要とする小学生の保護者が仕事
などで忙しく，意識付けが難しい。小学校ＰＴＡ役
員だけでは活動に限界がある。

・ 朝は毎日保護者が交代で主要な横断歩道に立ち，下
校時は各種団体の方が見守り活動を行っている。

・ 自転車用のプレートを入学式で全保護者に配布して
協力してもらっている。先日，そのプレートをつけ
た自転車のマナーが悪いと苦情の連絡がＰＴＡに入
り残念に思っている。

・ 見守り活動の主力は地域住民が多いようだが，ＰＴ
Ａの参加率が高いところがあればどのようにしてい
るか教えてほしい。

・ 親の意識が薄い。関心もない。何でも学校に委ねて
いるように思う。そうなると地域の人も協力してく
れなくなるのが実情である。

・ 保護者自身が安全・安心に関心がない。朝，集団登
校で学校に送り出せば安全と思いこんでいる保護者
が多い。

・ 見守り隊は地域とＰＴＡで当番表を作って順番に
回っている。しかし仕事の都合をやりくりするなど
負担になっていることもある。一方で自主的にパト
ロールをする地域の方もいる。これからは自主的に
参加してもらえる方が増えることが望まれる。

・ ＰＴＡとして今年度より活動時の色をオレンジに統
一し，地域や教職員にも働きかけると同時に見守り
隊と学校名入りのエコバッグを製作して活用してい
る。
＜行政・警察との連携＞
・ 行政の学区への見つめの不足。看板やのぼり等の警

察署の名称がむかしのまま。地域の地道な活動への
アシスト不足。区境の町内は何か損している。

・ 行政との連携はうまくいっているとは思えない。
もっと真剣に考えて。

・ 行政の助成金は全体的学区内の行政であり学校安全
安心に利用されていない。行政の方々のきれいな言

葉に惑わされる。
・ 京都市の安心安全ネットワーク形成事業助成金あり

がとうございます。あと10万円助成して頂きたい。
・ 当委員会では市のネットワーク形成事業，府の助成

品とも活用させて頂いている。１年目は見守り隊
ジャンパー，２年目は学区安全マップ，３年目は安
全シール（自動車・門）

・ 地域にいくつか交番があるのだが，無人のことが多
い。特に人通りの少ないところの交番は，ほぼ無人
状態である。せめて登下校時だけでもよいので駐在
してほしい。

・ 保護者のパトロールのスケジュールを事前に知らせ
るが素人のパトロールは危険ということなのか，警
察の方も一緒に巡回してもらっている。しかし保護
者としては見守り活動の無い日にパトロールをして
もらいたい。

・ 交通標識の時間変更を実現した。13－15となってい
たのを14－16とした。
＜近隣校区との連携＞
・ 念願の支部集会の開催にこぎつけた。学校長の熱意

で衣笠小，中川小，金閣小，柏野小，翔鸞小，衣笠
中の６校で行う予定である。

・ 最近は警察側も春，秋の交通安全運動期間でも朝の
通学路の安全指導に参加しないのでどうかと思う。
新１年生の入学時期や夏休み前などの大切な時期に
信号のある交差点での安全指導に参加してほしい。
＜情報の共有＞
・ 市の広報掲示板への貼り方を工夫するのは町内か？

行政か？　雨が降って風が吹けば全部パーになる。
ＰＲできなくなる。

・ 新聞，テレビ等のメディアで先日の左京区の電話事
件のように情報を流されるとますますいたずらによ
る不審電話が繰り返されるように感じる。

・ 校区内の公立学校に通学せず，校区外の私学等に子
どもを通学させている保護者に対して不審者の情報
をどのように伝達するのか？

・ 学校から出す情報の前に警察やインターネットで先
に情報が流れてしまい，学校の対応が遅いという印
象を保護者に与えてしまう。

・ 問題発生と学校側から緊急連絡があったので，心配
しながら見守り活動に参加。その後，問題は解決し
たのか報告が無かった。やはりきちんとした報告が
ほしい。
＜見守り隊の組織づくり・ボランティアの確保＞
・ 安全の組織が貧弱でネットワークとしての動きがと

れない。また自治連の各種団体で個々には動いてい
るが活動がバラバラである。よって子ども見守り隊
の組織作りが急務である。

・ 見守り隊のスタートでは少年補導が主導したので地
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域の人への取組ができたことがよかった。地域の人
も３年間，下校時の活動を見てこられて「ご苦労
様」の挨拶から見守りの何かを感じておられる。そ
れぞれの立場で関心をもっている方が増えているこ
とから見守り活動がこれからも長く続いていくと感
じている。

・ 見守り活動の後継者があるか心配である。
・ 人員をいかに増加させるか。登録者は多いが実際に

活動している人は少ない。
・ 自転車のプレートは全世帯に配布している。
・ 子どもの安全を守るためには，地域をあげた活動と

するため自主的な活動に理解を求めることが必要で
ある。

・ 地域の方々は高齢者が多く協力的でない。地域全体
が活動的でない。

・ 今後の見守り活動の継続に不安がある。特に若い世
代の方の関心をもってもらうことが必要である。見
守り活動の実情を伝え，重要性を認識してもらい自
由な参加を期待したい。

・ 各自が自分の参加できる日時を選ぶため，参加者の
偏りが出る可能性がある。

・ ボランティアはどのくらいの年齢層の方が多いの
か？有志の方が多いのか？それとも半強制の方もお
られるのか？

・ 今は各種団体に安心・安全委員会に入って活動して
もらっているが，もっと個人で入ってほしいと思っ
ている。　その誘い方は…？

・ 見守り隊の人員を集めるためにどんな工夫をされて
いるか？

・ 活発に活動されている自治連の平均年齢は？
＜活動への意欲＞
・ 地域の子どもといっても，校区の小学校の児童，教

育大付属小学校の児童，私立小学校の児童，下校後
塾に行く児童，これらの児童を一律に守ろうという
情熱を高めることに対するジレンマが一部にある。

・ 安全見守り等への参加のボランティアの認識を高め
るにどうすればよいか。

・ いかに継続するか。日本人の気質というか熱しやす
く冷めやすい。

・ 立ち番をして頂いているボランティアの方へ「あり
がとうございます」の声かけをするようＰＴＡに呼
び掛けている。

○下校時の見守り活動を充実するための工夫と問題
・ 下校時間帯の連絡が学校側から各見守り隊の方々に

具体的な下校時間が伝達されていて効率的な見守り
活動が実施されている。

・ 見守り用エコバッグを作り，夕方の買い物など外出

時には持っていってもらっている。
・ 登校時は集団登校のため交通事故と重点警戒ですむ

が，問題は下校時で学校・児童館・まなび教室など
下校がバラバラなのが難題である。必然的に下校時
の見守り活動は１年生に絞っている。

・ 学校から１ヶ月の下校時間を配布してもらって安全
委員会・防犯推進委員会・ＰＴＡその他有志で見守
り活動をしている。

・ 登校時は保護者の方による声かけ運動を，下校時は
見守り隊の方による見守り活動を中心に実施してい
る。

・ 自治会内の安心安全子ども部会の方々が毎日の下校
時の当番を決めて，交差点で見守り活動を行ってい
る。登校時は集団登校に毎日付き添い登校を行って
いる。

・ ＰＴＡ安全保健委員会が見守り当番登録カレンダー
を作成し，年４回全保護者に配布している。学区を
４グループに分け自分の担当エリアを少なくとも
１ヶ月に１回は活動をお願いしている。登校時・下
校時・夕方のうち活動可能な時間と日を事前に安全
保健委員会で集約して担当割当を決めている

・ 地域にある大学の学生がボランティアとして決めら
れた曜日の下校時に見守り活動を実施してくれてい
る。とても助かっている。

・ 下校時の見守り活動において，校区の端にあたる立
ち番の方から「児童が少なくやりがいがない。」と
いう意見が出たが，ＰＴＡからは「逆に児童が少な
く一人で歩いている方が危険であるので頑張ってほ
しい。」と伝えている。また，立ち番に参加されて
いない保護者には買い物時にも腕章やＩＤカードの
着用をお願いしている。

・ 下校時は見守りの時間が長いが，効果的な見守り方
法を教えてほしい。立哨か，パトロールか，併用
か？

・ 働いている保護者が多く下校時には家にいないこと
が多いため人数の確保に困っている。

・ 登録の人数はＰＴＡが多いが，実際の活動では地域
の人に頼っている。毎日地域の方が見守り活動を
行っている。

・ 声を掛け合いよい雰囲気で見守り活動を進めている
が，下校時の活動が弱い。

・ 生活リズムにあわせてできる人ができるときにでき
ることをする。（犬の散歩・花の水やり・門掃き
等）

・ ２時過ぎから４時30分の間，通学路の危険場所と横
断歩道で立ち番をするものと自転車で見回っている
ものがいる。

・ 朝は様々な方が交通量の多いところや危ないところ
に立って見守り活動をしてもらっているが，下校時
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や夕方はいつも立っておられるというわけではなく
十分とは言えない。

・ ＰＴＡ全世帯参加で週一度（今年度は金曜日）に活
動している。各世帯年間１～２回となる。また，地
域のボランティア数名に朝夕子どもたちを見守って
もらっている。

・ メール配信，緊急時下校体制等　今後より広く進め
ることがよいと思える。

・ 散歩やワンワンパトロールも取り入れている。

○見守り活動に参加することで得られる喜び
・ 今までは子どもと挨拶を交わしていなかったが互い

に挨拶を続けているうちに顔を覚え，励みや生き甲
斐となっている。口コミでさらに参加者を増やした
い。

・ ＰＴＡの役員をするようになって，子どもと接する
機会が増え，地域の子どもから挨拶や「～のおっ
ちゃん…」など声を掛けられることがあり嬉しかっ
た。

・ 毎年度末に「安全ボランティアの方への感謝の集
い」を開催し，お礼の言葉や歌，花のプレゼントを
している。ボランティアの方から喜びの声が学校に
届いている。

・ 見守り活動だけでなく，ゲストティーチャーとして
子どもたちと一緒に授業に参加している。

・ 地域が小さく児童の人数も１３４名である。その
分，地域の結束も強く「この子はどこどこの子」と
地域の方にも先生にも知ってもらえることにとても
安心を覚える。声かけも盛んに行われており，登校
途中で今日は誰が休んでいるのか分かるほどであ
る。

・ 住吉子ども見守る会では４月の新入生の入学後，体
育館で見守る会のメンバーの紹介の場を設けて頂き
一人一人が自己紹介をして見守り活動についての話
をしている。その時，毎朝子どもたちと顔を合わ
せ，元気に挨拶してくれることが嬉しいという声
が圧倒的に多く，本当によい環境で活動が進んでい
る。また，学校行事の中で運動会や学習発表会等に
は見守る会のメンバーを学校に招待して頂き席を設
けてもらっている。いつも８割ぐらいのメンバーが
参加している。

・ ＰＴＡが防犯の腕章を付けパトロールに回っている
ことから，地域の方々より空き巣や露出等の不審者
が減ったと感謝の声があった。

・ 地域のボランティアの方が本当によくしてくださっ
ていることを知ることができました。「感謝」のひ
と言である。

・ 子どもたちに接する機会が増え，お互いに顔が分か

るようになったこと。保護者同士も知り合いになれ
てよかった。

○その他
＜安全マップ＞
・ 安全マップの作成について３年ほど前から話は出て

いるのだが，ほぼ単年で終わるＰＴＡ本部で作成は
可能か？どういう手順で作成していくのか教えてほ
しい。
＜のぼり＞
・ 福西小学校では「のぼり」の言葉はどのようなもの

か？
・ 防犯ののぼり等は交通安全上，よいものとは思えな

いが…。
＜青色灯パトロールカー＞
・ 青色パトの巡回回数は１日１回程度必要か？適当な

回数を教えてほしい。
・ 青色パトの導入・活用は合理的で効果的である。住

民の熱意が継続できていると思う。
・ 10月中旬より青色パトの巡回を実施している。
・ 私の車は青色回転等装備車だが，特に日時を決めな

いで，何かのついでの時に地域を走行している程度
である。

＜街づくり＞
・ 子どもの住んでいる街は安心して住めないところな

のか？家庭では虐待，学校では侵入者，地域には不
審者が存在するからか？まずは学区内で情報共有が
必要。障害者や昼間に仕事をしていないニートや引
きこもりへの理解。ジャンパーを着用しなくても声
かけができる環境作り。

・ 知らない人とは挨拶もしないというのはいかがなも
のか。本校区ができているわけではないが会う人全
てと言葉を掛け合うことの方が大切だし，安全な街
づくりができるのではないだろうかといつも思って
いる。

・ 今の世の中で安心・安全な地域なんてあり得ない。
子どもたちが安心・安全に登下校できる社会をいか
にして我々大人が取り戻すかが最大のポイントであ
る。

・ 小学生がひとりも事故に遭わず立派に育ってほし
い。どんなことでも話し合える子になってほしいと
声かけに力を入れている。
＜その他＞
・ ＣＡＰのロールプレイの具体的な内容とその効果を

知りたい。
・ それぞれの学校の見守り活動の中での失敗例や成功

例は？
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・ 交通安全推進会に31年，自分で自分を守る，そして
自分の子は自分で守る，そして手助けとして私たち
見守り隊が守る。これからも頑張りたいと思う。

・ 信号無視やスピードオーバー，自転車のルールとマ
ナー不足，違反駐車など，我々がどこまで注意でき
るのか？　強制力がもっとほしい。

・ 先生の出勤時間は朝何時？　ちょっと遅い先生がい
る。

・ 登校時に通学路のポイントにて声かけ（挨拶）をし
ている。返事は，大人80％，高校生95％，中学生
60％，小学生100％

・ 子どもの安全を守るために子ども自身の意識の向上
（依頼心→独立心）が必要である。
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第3回　京都市学校安全ボランティア講習会
「安全・安心なまちづくりに向けて」

日　　時　　平成21年2月9日（月）　午前10時30分～午後12時

会　　場　　京都市総合教育センター　4階「永松記念ホール」
	 	 [ 京都市下京区河原町仏光寺西入ル ]
主　　催　　京都市教育委員会

共　　催　　京都市子ども安全会議
対 象 者　　見守り活動等を行っているスクールガードの代表及び教職員

参加人数　　250名

内　　容　　講演

	 	 「安全・安心なまちづくりに向けて」
	 	 講師
	 	 　京都産業大学大学院法務研究科長・教授
	 	 　京都市子ども安全会議顧問　藤岡　一郎
	 	 　　　※藤岡　一郎　氏のプロフィール
	 	 　　　　	現在,京都市子ども安全会議顧問,京都市生活安全懇話会会長,日本被害者学会理事,法

と精神医学学会副理事長などの公職に就かれ,「地域ぐるみの防犯活動」の推進に向
けて,フィールドワークを基本に幅広く活躍されている。

（ ）
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「安全・安心なまちづくりに向けて」
 京都産業大学院法務研究科長・教授

京都市子ども安全会議顧問　藤　岡　一　郎

（講演）
　朝早くからご多忙の中ご参集いただきましてありが
とうございます。また，日頃子ども達の見守りに多大
なご尽力をいただきまして心から敬意と感謝を申し
上げます。今年度のボランティア講習会では第１回
目に小宮教授の安全マップの作成に関する話をお聴き
になったかと思います。第２回目は谷口教授のワーク
ショップをしながら，お互いボランティア活動につい
て確かめ合うという会を持たれたと伺っております。
この第２回目のアンケートを私も読ませていただきま
して，いろいろな事を考えました。そこで見守り活動
について少し振り返りながら，今，何が求められてい
るのかについて話をして今後のいろいろな活動の糧に
していただければと思っております。
　日頃見守り活動をなさっておられるボランティアの
方は，人間関係の中で日々考える事がいっぱい出てく
ると思います。保護者の姿勢であるとか，学校の先生
の姿勢であるとか，あるいはまさに子どもの態度であ
るとか，私もそういうことを日々感じる中で，常に言っ
ている事があります。それは，子どもの見守り活動を
なさっている多くの高齢者の方も保護者の方もいろい
ろな意味で町の模範者だということです。子どもにとっ
ても，地域社会の人にとってもそういう存在であると
いう自負と誇りと使命感，そういうものを心に持って
いただきたい。また，そういう事が子ども達に大きな
影響を与えているのです。
　つい最近ある町で５年間見守り活動をずっとやって
きた高齢者の方の発表がありました。その中で，発表
者の人は，初めは通行人から「じゃまや，どけ」とか，
あるいは「おはよう」と言っても誰からも返事が返っ

てこない，そういう日々が続いたそうです。ところが
最近は，徐々に慣れてきて，全然知らない通行人も「ご
苦労さん」とか言ってくれるようになってきました。
その方は発表の中で「継続は力なり」というところを，

「継続は感動なり」と言うのです。「感動」あるいはパワー
をもらっていると，喜びの中にパワーをもらう，若さ
をもらう，あるいは自分の生きがいをもらう，あるい
は自分のやりがいをそこにもとめるパワーをもらう，
こういう言い方をされておられました。そして最後に
次のような手紙を紹介されました。
　『毎朝挨拶をしてくれるおばさんへ。毎朝元気な声で
挨拶をしてくれてありがとうございます。最初は知ら
ない人だからとまどったけど，遅刻をしなければ毎日

「おはよう」と笑顔で声をかけてくれてとても嬉しかっ
たです。テストの日に応援をしていただいたり，遅刻
をして○×公園の近くで会った時も，朝見なかったと
いう事で心配をしていただいて，とてもびっくりした
し，うれしかったです。私は中学３年なので卒業した
らあの時間に会う事はないかもしれません。毎日の始
まりがおばさんの挨拶と友達の挨拶です。本当にあり
がとうございます。』
　卒業式の日にこの手紙を道路上で渡されたというこ
とです。これを見ると日々の見守り活動は，子ども達
に多大な影響を与えている事がおわかりいただけると
思います。これだけ影響を与えているわけです。町の
おじさん，おばさんに声かけられた事を，たぶんこの
子どもは一生忘れないだろうと思います。自分の原点
になっていると思います。見守り活動をするという事
は，そういう影響を与えているということです。挨拶
は家庭でもやっておられると思いますが，それ以上に
地域の人から声をかけられる思いというのは，いろい
ろな意味で子どもの育成に大きな影響を与えるという
ことです。まさにそういう意味で見守り活動をされる
方は町の規範形成者であり，子どもたちの育成に大き
な役割を果たしている存在であるということを改めて
申し上げたいと思います。
　ですから，皆様方に今更何を話すべきかという思い
がありますが，このアンケートを見ると誤解もあるし，
根本的な認識のところで少し違っていることもあると
思いますので，その点についてお話を申し上げたいと
思います。
　まずは「なぜ保護者が見守り活動に出てこないのか」
という問題であります。これは残念ながら近代化の光
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と影と形容されることに原因がありま
す。個人の尊厳の尊重のいい点と悪い面
というのが出てまいります。レジュメに
ありますように近代化の光と影は３つの
点に現代では集約されると思います。例
えば携帯ひとつとってみても，これは科
学の進展なくしてないわけです。しかし
その影は様々なかたちで出ています。な
ぜ今，保護者の人たちが見守り活動に出
てこられないのでしょう。もっともこれ
までも出てくる方は保護者といっても女
性の方がほとんどでした。かつてから仕
事のある青壮年の男性はなかなか出てこ
られなかったわけですが，まして現代で
は働いている女性も多くなり，男女とも
出てこられない社会構造になっていると
いうことです。今はそれを前提にして考えなくてはな
らない時期になっているわけです。
　それでも，１９９９年に日野小学校事件のように，
いざ事件があった時は危機感をもち，協力します。だ
から１年や２年はどんなことをしてでも行かないとい
けないという気持ちが誰にもありますから活動は続く
わけです。これは日本全国どの地域もそうです。しかし，
事件から約１０年経ってその推移をみますと，はじめ
の３年ぐらいは学校の安全 ･ 子どもの安全という事で，
学校の安全を守るためハード面でいろいろな投資をし，
ソフト面でも地域の人が一体となって，盛り上がるよ
うな高揚感と共に皆が集まってくる時期だったわけで
す。ですから，この時期は学校の安全だけ守ればそれ
で上手くいくと思っていたわけです。附属池田小学校
がその象徴であります。ハード面の充実に力を入れて
いましたが，私個人としてこれはあまり上手くないと
思っています。ハード面の充実だけでは学校は要塞化
するしかないわけです。けれども学校の安全だけ守っ
ていて済むかというと，そうではないということを皆
さんもご存知であろうと思います。その後起こった事
件は学校内ではないわけです。登下校中の事件が栃木
や広島で起きたわけです。そうすると，学校内だけで
なく家と学校という線を守らなくてはいけないという
ことになる。登下校の安全という話になるわけです。
また，宇治市の塾で子どもが殺される事件が起こると，
やっとそこに至ってどこにも子どもに安全な所はない
とみんな気付くわけです。子どもがそういう状況にお
かれているということは，大人社会も安全でないとい
う事を当然物語っているわけです。　
　平成１４年は過去最高の犯罪の発生件数をみた年で
す。ちょうど子どもの事故 ･ 事件がおこった時期とオー
バーラップするわけです。日本の社会状況を無視して
この問題は語れないわけで，学校と家庭を結ぶ線だけ

ではなく，面として考えなければならないという考え
が出てきます。これは今や常識なわけです。線ではな
く面として，京都市としてどう考えるかです。もっと
言えば日本全国としてどう考えるかです。ですから，
その頃から「見守り活動から安全安心のまちづくりへ」
という標語が出てきたわけです。安全安心なまちづく
りを目指していくと，そのまちは各地方自治体によっ
て変わってくるわけです。市長や町長の執行部がまち
づくりの理念を提示し，そしてそこに住んでいる人が，
いつまでも住みたい京都市，いつまでも住みたい北区，
いつまでも住みたい伏見区というように自分の住んで
いるまちをずっと住みたいまちにするために何をすべ
きか考えるわけです。ずっと住みたいまちにしたいか
らこそ安全安心なまちにしたいという総合的な理念と
一致した見守り活動につながらないと，そのまちが安
全安心なまち，自分たちが本当に住んでよかったとい
うまちにはならないわけです。ですから，まちづくり
をするためには人づくりが大切です。人づくりとして
日々小学生に接しているのはまさに皆さんです。です
から，見守り活動は，単に子どもをガードして，交通
あるいは犯罪から守ることだけではないのです。日野
小学校事件の時は犯人が逃亡していましたから，門を
閉めて大人が見守らないと，いつ犯人が襲ってくるか
わからないから，ガードしようという発想でした。し
かし，その考え方も変化しているわけです。もちろん
そういう側面が全く無くなったわけではありません。
しかし，そうではなくて見守り活動は，見守るという
事によって子ども達を育成しているのです。この意義
がわからないで，当番に当たって立っているだけでは
うまくいかないわけです。時々ある校区に見守り活動
に行くと朝早くから一生懸命やってくださる人がいま
す。その中に，たぶん当番で当てられたのでしょう，
またはその人の個人的理由で，気分が悪かったのかも
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しれません。子ども達に何も言わないで立っているだ
けで「おはよう」も言わない。これでは見守り活動に
ならないわけです。なぜ見守り活動を通して子ども達
を育成し，人づくりをするかと言うと，最終的には自
分たちが，いつまでも住みたいまちをつくるためです。
だから高齢者の方がなぜ一生懸命やってくださるかと
いうと，単に子どもたちを守ってやるだけではなくて，
結局は自分の生活，自分が過ごしやすい生活，そうい
う住み心地のよいまちをつくる喜びを感じるからです。
ひとつひとつの積み重ねはそういう流れの中にあるわ
けです。つまり面として，どう考えるかということで，
常にこのような講習会だけではなくて一般行政の人，
あるいは警察，教育委員会等々でお話ししても，要す
るに到達点は一緒です。だから行政も連携してもらわ
ないと困ります。そういう共通点を持たないと安心安
全のまちづくりは出来ませんよと言っているわけです。
　さて，このアンケートにもありましたように，以上
のことを前提にすると，どういう組織作りが必要なの
か，まさに今日の関心はそういう事で，皆さんが悩ん
でいるところもそこだろうと思います。これは何も京
都市だけが悩んでいるのではありません。近代化の光
と影の影響で，日本全国悩んでいます。日本全国どこ
へ行きましてもこういう話です。そこで突破口を見い
だしている先進的な所がいくつか出てくるわけです。
京都市もその１つの地域であると言われています。た
だ京都市全域がそうかといわれると，私も首を傾げざ
るをえません。京都市は１５０万あまりの人口がいる
わけですし，校区も約２００校区ぐらいあるわけです
からそれが同一であるというわけにはいきません。そ
の先進的な所は日本の先進的な事例と言えるでしょう
し，残念ながらそこまでいたっていないところもある
ことを，このアンケートが物語っていると思います。
今日考えたいことは，どこが優れているとか，優れて

いないとかいうことではなく，どうすれば統一的にそ
こに到達できるかという事です。各学校での見守り活
動が今どういう段階に立っているかということも同一
ではありません。高齢者の人が中心になって見守り活
動をしているところや自治会や諸団体が中心となって
やっているところ，PTA や保護者の方が中心になって
いるところもあるかと思います。しかしいずれにして
も，特に高齢者中心の所では後ろを見たら保護者がい
ない，保護者が中心となっている所は地域諸団体の人
の応援がない，こういう不満も中にはあるだろうと思
います。ＰＴＡや保護者の人が中心の所は比較的解決
は易しいです。しかし高齢者の人が保護者に求める期
待は今後もなかなか実現できないだろうと思います。
それはまさに日本の社会構造の問題だからです。そこ
に端を発していますから，急に解決できないです。い
わゆる構造的な問題としてなかなか解決が難しいと思
います。
　しかし，先進的な地域では子ども達を自分たちの活
動に加えて問題の解決を目指しています。地域の中学
生や高校生が見守り活動に参入する取組を進めるとこ
ろが多くなっています。これは２つの大きな意味があ
ります。
　１つは子ども達自身が自己肯定感や自尊感情を高め
ることになります。簡単に言えば自信を持つ自分自身
になるということです。高齢者の方もお礼を言っても
らったり喜んでもらったりすることで自分の存在感 ･
自己肯定感 ･ 自信を持つことができるようになります。
生きがいみたいなものになるという事と同じです。何
歳になってもそうですから，小さい子どもの時ならま
してや誉められるような行為をした場合には自信を持
つことは間違いありません。これは生きるうえでの基
本になります。　　　　
　もう１つは子どもを巻き込むことによって，子ども

に規範意識の形成にも寄与するというこ
とです。「最近の子どもたちは」などと
よく言いますが，子どもだけでなく大人
も規範意識が劣化しています。見ていな
かったら何をしてもいい，得したら何で
もいいという風潮が広がっています。あ
る会場で４０歳ぐらいのお母さんが，「自
転車って買うものではなく盗むものでは
ないですか。」と発言されたことがあり
ます。どこでそういう意識を形成された
かわからないのですが，堂々とそういう
事を言われる方がいるのです。もちろん
これは特異な例ですが，最近これだけ自
転車の窃盗事犯が多いということをみま
すと，多くの人がそう思っているのでは
ないか，駅にとめてあるのは自分の自転
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車みたいな感覚ではないかと思わざるを得ません。規
範意識の低下 ･ 劣化というのは何も子どもに限ったこ
とではありません。しかし子どもを巻き込むことによっ
て，子どものみならず大人の規範意識の形成に寄与す
ることができると考えられます。この2点を機軸に，幼
稚園 ･ 保育園，それから小学生に対する見守り活動に
中学生 ･ 高校生が，あるいは大学生が参加するという
かたちで組み立てている例が多くなりつつあります。
　また，小宮先生が進める安全マップ作成では，安全
マップは作ったものを校長室に飾っておくものではな
く，安全マップを作るプロセスが重要なのであって，
出来上がったものを配って安全な所を確認しようなん
て子どもにとってはあまり意味がないわけです。子ど
もはまさに体験として安全マップを作っていくところ
で身につけているのです。そういうプロセスが重要だ
という事を全く抜きにして，出来上がった安全マップ
だけ見せられて「先生どうですか？」って聞かれても，
もう苦笑するしかありません。この先生はわかってい
ないなと思うだけです。このごろの過保護に育てられ
たような子は，見守られるばかりで自主性が育ってい
ません。これはもう残念ながらそうです。大学生を見
ても思います。だから安全マップの位置づけとして自
主性 ･ 主体性を今言ったようなかたちで作り上げよう
としているわけです。安全マップという１つの指標で
危険とか危機とかを回避する能力を作ることを通じて
育成しようとしているのです。そうして見守り活動を
必要としない子どもを育てたいわけです。小学校の高
学年になると危険が予測でき，危険を避けるにはどう
いう行動をしなければならないか，そういった判断や
行動ができるようにしたい。それが安全マップの１つ
の目標です。ですからもちろん１年生や幼稚園ではそ
こまでいくのは無理です。しかしその低学年でもその
視点で進めなければならないのです。だから安全マッ
プを補助的に PTA が作るのはいいけれども，それは保
護者のためにはなっても，ある意味子どものためには
ならないわけです。子どもが作っていくところをアシ
ストする，あるいはサポートするというのはいいです
けれど，そこが一番理解されていないところです。だ
から地図上に何か情報を書けば，それで終わりという
のではなく，作成のプロセスがまさに重要です，結果
ではなくプロセスです。そういう事を通じて，子ども
達が自分の安全を守るため，正しく判断し行動出来る
ような存在にしていきたいわけです。
　ある時にこんな質問がありました。「私は見守り活動
を一生懸命しています，あるとき小学校６年生から『も
ういい，おっちゃんご苦労さん，そこまでやってくれ
るとうっとうしいわ』と言われました。」状況により犯
人が逃亡して近所にいるのであれば，時と場合によっ
て一人一人の子どもに関わることは当然必要ですが，

日常的にはまさにそういう感じ方をする学年，年齢層
もあるわけです。ですから見守り活動のあり方の中心
が子どもを育成する方向へぜひ向いてほしいわけです。
単なる見守りではなく，学校の教師の代わりとして，
保護者の代わりとして子どもたちの育成をやっている
という，ここが１つのポイントだと思います。ですから，
子どもは家族の中だけでなくて多様な世代の人々と多
く接するチャンスを与えてあげてほしいのです。これ
は見守り活動の原点であります。
そうすればこのアンケートにあるように見守り活動に
出てくる人がいないとか，自宅に居ても保護者が協力
しないとかいうことは，地域諸団体の人たちとＰＴＡ，
学校との問題です。ＰＴＡと地域諸団体の仲が良くな
い，上手くいっていない，仲が良いのか悪いのかわか
らない，要するに上手くいっていない，こういう時に
誰が動けばよいかというと，学校しかないわけです。
京都市の小学校区というのは非常に充実していて，全
国的にも名だたる小学校区です。そのような状況の中
で，学校の側がどのように動くか，特に校長先生がど
う動くかが重要です。
　ＰＴＡと地域が全然話した事がない地域で，何とか
会合をしたいということで，ある時，校長先生と相談
したわけです。どうしようもないと校長先生は消極的
でした。そんなに簡単に出来るわけがないっていう顔
です。校長である私が言っても出来ないのに，出来る
わけがないという感じでした。これまでは個別にＰＴ
Ａや地域の人とは話をしているが，具体的な動きには
全然至っていなかったわけです。そこである日，地域
の人とＰＴＡを一同に集めることにしました。そうす
ると自治連の会長さんも４つの町内の会長さんも出て
来られ，ＰＴＡの役員の方も出て来られました。参加
した人はいつものとおり全員でロの字型で会議をする
と思っていたかもしれません。でもそんな事はせずに
くじをひいてもらって少人数でのワークショップ形式
での話し合いをしたわけです。もう上も下もないわけ
です。だから自治連合会長さんからしたら，鼻をへし
折られたようになったかもしれません。要するに自治
連合会長さんや町内会長さんが号令をかけたらみんな
が動くかといえば，そうではないわけです。しかしも
ちろん連合会長さんや町内会長さんに敬意をはらうの
は当然のことです。しかしそれと皆の意見を集約して
この地域が一体になる工夫という事とは，これは必ず
しも一致しないのです。だからそこを一つ一つ解決し
ていくために，そのための工夫として，まず皆の意見
をお互いざっくばらんに話す機会を設けたかったわけ
です。日々の活動の中で困っている事をお互いぶつけ
合って，良い点悪い点を話すことを第１回目にしまし
た。初めのうちは皆緊張してぎこちないのですが，自
己紹介をしているうちに，「あんたあそこの嫁さんか」
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「親父さんは知っとるけど，そうかあんたか。」という
ような話になってきました。同じ町内に住んでいるわ
けですから，そういう事で初めて話したわ，「ＰＴＡは
そんなんで困っとんのか。」「そんなんは簡単に出来る。」
という話にまでなるわけです。わずか２時間か３時間
でかなりのレベルまで１回目でもいくわけです。それ
を数回重ねていきます，それを設定するというのは決
してこちらが表に出るのではなく，校長先生が表に出
るかたちで裏方に徹してそういうことを組み立ててみ
ました。ＰＴＡと諸団体の仲が上手くいっていないと
いう状況が，今でもあるということについては，もち
ろん諸団体の人もＰＴＡの方も考えてもらわなくては
ならないとは思いますが，できれば学校の先生に少し
力を注いでもらいたいと感じるわけです。だから地域
社会と上手くいっていない，あるいは層が違う，特に
新しい人達が流入してきた地域と，古くから住んでい
る人達との関係とか，地域によって様々な特性がある
わけです。それを踏まえて地域と上手くやっていくた
めに，暇があったら外へ出て自分の校区を走り回って
いる校長先生もいるのです。だからそういう校長先生
はそれなりの成果を上げて，成果を地域にもたらして
います。ただ校長先生が皆そうでなければならないと
言うことはできませんが，何らかの工夫をしてもらい
たいと思っています。
　そう考えますと，京都市が今模索している学校運営
協議会は，ひとつの学校と校長先生が中心になって動
かないと，これは動かないですから，校長先生がどう
動くかが大切な施策であるわけです。だから運営協議
会に行きますと，本当に教えられる事が多いです。今
までそのような事はおよそ関係ないというような保護
者の方が，非常に熱心になってきますし，地域の人も
それに何とか応えていこうと思うわけです。だからそ
ういう雰囲気になるということは，それまで土壌がな
かった所ではひとつのきっかけになるのではないかと
思っています。この学校運営協議会については全国で
京都市が先頭を走っていますから，今後おそらく全国
に波及していくでしょう。ですからそれをどのように
上手く機能させていくかということも，見守り活動と
深く関係しています。
　さらに見守り活動が要らない，見守り活動をする必
要のない組織作りをやっているのがこのレジュメの最
後の方に書いてある「学社融合」という考え方であり
ます。京都市でも一部それを取り入れている小学校も
あります。それから中学生が小学生を見守るというよ
うに，子どもを巻き込んだ見守り活動を修学院では進
めています。そのように個々にいろいろな良い点をみ
んなもっているわけです。だから自分の所にそういう
ところがなければ，ぜひ京都市内の事例集を見てほし
いです。そうすると必ずそこにヒントがあります。はっ

きり言いますと京都市に無いものはまず全国にもあり
ません。ただ京都市に無いのがこの「学社融合」ですね。
また，セーフコミュニティとしてお隣の町，亀岡市で
今展開・実践していますから，その推移も見ていきた
いと思います。これもそのひとつの在り方として最先
端をいっている考え方です。これは後でお話ししたい
と思います。
　まず「学社融合」の方をお話しします。
　学社融合の取組を進めている地域は大体人口が８千
人ぐらいの新興住宅プラス団地の地区です。千里みた
いな所ですが，8千人ですから千里ほど大規模ではあり
ません。ほとんど東京に通っている人たちの住宅地と
なっているこの地域では，小学校の空き教室を利用し
た生涯学習を学校で開くという事を教育委員会に認め
てもらっているわけです。そして教室の管理をいくつ
かを地域の諸団体に任せるようにしたわけです。です
から年中，生涯学習が小学校の中で豊かに行われてい
ます。毎日数十名の人が小学校に通うわけです。毎日
ですから，管理も鍵も全部その人達が預かっています。
そこで火事が起これば，当然管理責任は学校ではなく
地元の人達が持つことになります。そうでないと校長
先生がそんなところまで責任を持つのは大変ですから，
管理責任を分離するわけです。こういうことはきちん
としてあげないと，学校の先生に過大な負担をかける
ことになります。その町の人口は８千人ですけど，現
在人口が増えています。また，非行件数は低下し，不
登校も減少しています。そして高齢者は生き生きと生
活している。自分たちの住みよい安全安心な町をつく
ろう，そういう理念にぴったり合うようなかたちで進
歩しているわけです。
　ですが，初めはやはりここも他の地域と同じで，見
守り活動を義務としてどう進めていくか考えたわけで
す，しかしこれは長続きしない，義務感だけではとて
も続かないわけです。もっとお互いが得るところがあ
る関係をつくろう，そういう仕組みをつくろうと考え
たわけです。見守り活動は高齢者を中心とする中年層
あるいは家庭に居る主婦層が中心になると思いますが，
その人たちが通う生涯学習を学校に持って来たわけで
す。そうすると毎日朝早くから子ども達と同時に登校
してきて，夕方まで学校に居るわけです。もちろん入
れ替わり立ち代りです。朝早く来て夕方までの人もい
ますが，１時間だけで帰るとか，昼までで帰るとか，
学校への出入りはバラバラです。バラバラだけど常時
数十人が学校にいるわけです。だから昼休みとか休み
時間とか子ども達がそこへ遊びに行って，そこでお手
玉するとか，そういうような事を教えてもらう関係が
生まれます。そうすると帰りに子どもたちと同じよう
な方向へ帰る方が必ずおられるわけです。だから見守
りで街角に立たなくても，学校から大人が連れて帰る
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ようなことになりますから，見守り活動が特に要らな
いわけです。見守り活動だけ見ても効果は大きいわけ
ですが，他にも様々な良い影響を広げています。
　高齢者は自分たちの趣味でも勉強でも何でもいいの
で３人寄ったら１つのクラブが出来て，教室を開いて
いいことになっています。そういう生涯学習の場をそ
こにおくことができます。だからその地域ではお医者
さんの待合室には高齢者がいません。小学校が高齢者
の話す場になっているわけです。だから高齢者にとっ
ても医療費削減になるということで，結局いろいろな
意味で良い方向へ進展していくわけです。
　この仕組みを作り上げたのは，その当時の校長先生
と地元の自治会の会長さんなどの有志でした。その町
での一番の成果は，人口が増えていることです。東京
近郊では若い人は出て行ったらなかなか帰ってきませ
ん。ところが若い人がその団地やその住宅地に帰って
来きています。これはなかなか無い事です。また，非
行が全くないのではなく数件起こっています。しかし
非行少年の回復率が高く，再犯を犯さない率が非常に
高くなっています。先日，当時の校長先生に会ってそ
のときの話を聴きますと，地域に住んでいる人たちが
心豊かに過ごすためにはどういう学校であらねばなら
ないかという事を真剣に考えた事がよくわかりました。
京都市でも小学校というのは明治以来，地域の文化の
拠点であり，災害の時にも拠点になり，まさにあらゆ
る意味で地域の中心だったわけです。そういう伝統か
らして，京都市の教職員の人は地域社会とのつながり
を守ろうと考えていると思います。その力をもう一度
上手く生かして，お互い協力しながらやっていけば，
問題の１つは突破できるのではないかと思っています。
また，今の結論から申しますと，見守り活動の後継者
がいないという問題の解決にあたっては，すぐ青壮年
層をあてにすることは社会構造的になかなか難しいわ
けです。ところが，亀岡市篠地区ではセーフコミュニ
ティでその問題の解決に取り組んでいます。亀岡市篠
地区の自治会長さんはイベントをする時，いかにして
若いお母さん方お父さん方をひきだせるかということ
を積極的に考えているわけです。そのために子どもが
参加するようなイベントを考えます。そうすると必ず
お父さんお母さんが出てくる。その時にいろいろな仕
掛けをして地域のことを知ってもらう，次の地域行事
にも参加するような仕掛けをするわけです。後継者が
いないと嘆く前に，そういう工夫も地域社会において
実施できるかどうかという事もぜひまた考えてほしい
と思います。そういう工夫は事例集を見たらいっぱい
あります。ぜひそれぞれの地域の特性に応じて考えて
いただきたいと思います。
　また保護者の方にも一言申し上げたい。アンケート
には「自分達が声をかけても全然保護者の協力がない」

「せめて挨拶ぐらいしてほしい」とか，そういう言葉が
見守りされている高齢者の方から出てきます。よく私
たちは「子育て」という言葉を使います。「子育て」と
いうのは当然必要ですし，今後も必要です。しかし，
子ども達の自主性の面から考えますと，「子育て」より
も「子育ち」の方が良いのではないかと思います。「子
育て」ではなくて「子育ち」という事に務めてほしい。

「子育ち」というのは子どもの自主性を表します。見守
り活動をしている人は「子育ち」をやっているのです。

「子育て」ではなく「子育ち」です。子ども達が自主的
に判断するためのアシストをすることが大切です。子
どもを巻き込んで自尊心を高めながらやっていくとい
う先程の例でも「子育ち」をサポートしているわけで
す。それが教育の本質であると思います。学校の先生
は初心者の時に教育の本質として，まず子どもの心に
炎を燃やせ，知識の伝授はその後だとよく言われます。

「子育ち」とは教育の本質です。保護者も同じで，我が
子に炎を燃やす教育をすればいいということです。し
かしながら，今まで親は親になれば当然「親業」をやっ
てくれると思っていました。「親育ち」は当然の事と思っ
ていたわけです。自主的に親になると思っていました。
しかし最近はどうもそうではなくて，「親育て」が必要
になっているのです。では「親育て」はどこでするの
がいいか考えてみてください。今の保護者の人には，
残念ながらその機会がありません。
　しかし，先程学社融合のところで申しましたように，
まさに入れ替わり立ち代り常時数十人の高齢者が学校
に来ています。子ども達も集まって来ます。保護者も
ＰＴＡの会合などに集まってきます。そこで和気あい
あいと話しながら，まさに保護者の人も「親育て」「親業」
を「親育ち」として学んでいるわけです。だから虐待
する親は非常に残酷な親みたいに思うかもしれません
が，そうではなくてほとんどの場合が孤立しているの
です。だから「親業」が当然でなくなっているところを，
どう工夫して改善していくか。先程私が生涯学習とい
うような事を言いました。だから生涯学習の在り方と
いうのも，何か子ども・保護者・高齢者など多様な人
が一体となる，そういう出会いが多いような仕組みを
考えていけば，「親育て」そして「親育ち」にも通じる
んじゃないかと思っています。　　
　非常に遠まわしな話をしましたけれども，見守り活
動の根本を理解していただき，その成果は一朝一夕に
は表れない側面があるという事を申し上げ，またご苦
労をおかけしますが，ぜひ自分たちの地域社会の特性
を生かした工夫をお願いして私の話を終わりにしたい
と思います。ありがとうございました。
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（趣旨）
第１条 子どもたちが安心して教育を受けられるよ

う，学校安全ボランティア（以下，「スクールガー
ド」という。）を活用するなど家庭や地域の関係
機関・団体と連携しながら地域ぐるみで学校安全
に取り組む体制を整備し，安全で安心できる学校
が確立される取組を行う。

（内容）
第２条 前条に規定する取組を推進するため，京都

市教育委員会は専門的知識を有する退職警察官で
ある地域学校安全指導員（以下，「スクールガー
ド・リーダー」という。）を委嘱し，スクールガー
ドによる効果的・継続的な安全体制を確保する。

（申込・委嘱）
第３条 スクールガード・リーダーとして申し込も

うとする者は，「地域ぐるみの学校安全体制整備
推進事業」スクールガード・リーダー申込用紙（第
1 号様式）に必要事項を記入のうえ，京都府警友
会に提出する。京都府警友会はスクールガード・
リーダーを京都市教育委員会事務局体育健康教育
室（以下，「事務局」という。）に推薦する。

２ 京都市教育委員会は，京都府警友会から推薦の
あった者に対して委嘱する。

（活動期間及び回数及び時間）
第４条 スクールガード・リーダーの活動期間は，

委嘱を受けた日から当該年度末までとする。
２ スクールガード・リーダーは，原則として，年

間90 日を上限とし，１週あたり2 日，1 日あたり2 
学校（区）で活動するものとする。また，1 学校（区）
あたりの活動は，1 時間以上とする。ただし，学
校休業日（休日及び夏期休業等）については，活
動を行わない。

（活動範囲）
第５条 小学校支部内にスクールガード・リーダー

を配置し，担当する学校を決定する
（活動内容）
第６条 スクールガード・リーダーの活動内容は，

校区の巡回パトロール，登下校時のパトロールを
主とする。また，校長から自校の実情に応じたス
クールガードの取組について助言を求められた場
合は，学校をとおして専門的な考え方を助言する。

２ スクールガード・リーダーの活動中においては，
名札及び腕章（別紙1）を着用する。また，学校
に入るときは，名札及び腕章をつけ，職員室を訪
れる。

３ スクールガード・リーダーの活動終了時には，
巡回校区の該当学校管理者に状況等を報告する。
同時に，「スクールガード・リーダー活動報告書」

（第３号様式）に活動時間等を記入し，確認を受
ける。

（活動予定表）
第７条 スクールガード・リーダーは前月の20 日ま

でに該当月の「スクールガード・リーダー活動予
定表」（第４号様式）を作成し，事務局に提出する。

２ 「スクールガード・リーダー活動予定表」から活
動日を変更した場合等は，速やかに事務局に報告
する。

（謝金）
第８条 スクールガード・リーダーに関する活動の

謝金は，1 日あたり５，３２０円（交通費含む）と
し，半日（半額）を単位として積算する。支払方
法については，銀行振込とする。

（活動中の事故等に対する補償）
第９条 スクールガード・リーダーに関する活動従

事中に事故等が発生した場合には，京都市非常勤
職員公務災害等補償条例により補償を行う。

（スクールガード・リーダー連絡協議会の設置）
第10条 京都市教育委員会は，事業の円滑な実施を

図るため，必要に応じて「スクールガード・リー
ダー連絡協議会」を開催する。開催に要する交通
費は支給しない。

（貸与物品の紛失）
第11条 スクールガード・リーダーは職員証及び腕

章等を紛失した時は，速やかに紛失届（第２号様
式）を事務局に提出し，貸与物品の再交付を受け
る。なお，紛失物が見つかった場合は，速やかに
提出する。

（委嘱の取り消し）
第12条 京都市教育委員会は，スクールガード・リー

ダーが活動を遂行することが困難であると認めた
ときは，委嘱を解除するとともに謝金及び貸与物
品について返納を求めることができる。

（補足）
第13条 この要綱に定めるもののほか，地域学校安

全指導員の運用に関し必要な事項は，教育長が定
める。

附則
　この要綱は，平成18 年5 月1 日から実施する。
附則
　この要綱は，平成20 月11 月17 日から実施する。

「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」
地域学校安全指導員実施要綱
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（第１号様式）  
平成  年  月  日  

 
京都市教育委員会  
     教育長様  
 
 

平成  年度  
「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」  

           スクールガード・リーダー申込用紙  
 
 
 

 
 平成  年度の「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」に関するスクー

ルガード・リーダーとして，要綱に従い，下記のとおり申し込みます。  
 
 

登 録 番 号  
＊  

（フリガナ）  

氏   名                 ○印  

性

別  
男 ・ 女  

生 年 月 日       年     月     日   （   ）歳  

住 所   

電 話  （   ）  （   ）  
連

絡

先  
ＦＡＸ   

巡 回 小 学 校 名   

 ＊の欄は記入しないでください。  

（第 2 号様式）  
 
 

平成  年  月  日  
京都市教育委員会  

教育長様  
 
 

紛   失   届  
 
 

担当支部名       支部  
 

氏   名          ○印  
 
 
 
 私は，スクールガード・リーダーの（認証名札・腕章・           ）

を紛失いたしましたのでお届けします。  
 
 
 つきましては，（認証名札・腕章・           ）の再交付を希望

しますのでよろしくお願いいたします。  
 
 
 なお，本届を提出後，（認証名札・腕章・           ）が見つか

った場合は，速やかに提出いたします。  

校長名

月／日 曜日 主な活動内容・巡回校等 活動開始時間 活動終了時間 活動時間 学校確認印

／ 安全点検指導・巡回 ： ： ：

／ ： ： ：

／ ： ： ：

／ ： ： ：

／ ： ： ：

／ ： ： ：

／ ： ： ：

／ ： ： ：

／ ： ： ：

／ ： ： ：

／ ： ： ：

／ ： ： ：

／ ： ： ：

／ ： ： ：

／ ： ： ：

／ ： ： ：

／ ： ： ：

／ ： ： ：

／ ： ： ：

／ ： ： ：

リーダー名

　������年度スクールガード・リーダー活動����　(学校名：　　　　　　　�学校)

＊１　スクールガード・リーダーが活動日等を記入しますので、確認印をお願いします。
＊２　毎月末，本紙のコピーを体育健康教育室　学校安全担当にご送付ください。
＊３　年度末には，本紙を体育健康教育室　学校安全担当にご送付ください。

(第3号様式)

月/日 曜日 主な活動内容・巡回校等 活動（午前） 活動（午後） 備考

/ 安全点検指導

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(第4号様式)

��ー��ー�・リーダー活動���（�������月�）

巡回学校名

リーダー氏名
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＜別紙 1＞ 

 

認証名札（５５ｍｍ×９0ｍｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

腕章（９０ｍｍ×４００ｍｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

京都市スクールガード・リーダー 

氏名 ○○○ ○○○ 

         京都市教育委員会   

 

京都市スクールガード・リーダー 
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平成20年度　スクールガード・リーダー一覧表　

氏　　名 担　当　小　学　校　名

柴　田　　　武 上賀茂，紫竹，元町，鳳徳

岩　田　郁　司 鷹峯 , 待鳳，大宮，柊野，雲ヶ畑

髙　本　　　晋 紫明，紫野，楽只，乾隆，翔鸞

大八木　清　一 衣笠，金閣，大将軍，柏野，中川

服　部　忠　道 西陣中央，仁和，正親，二条城北

徳　永　　　守 室町，新町，京極，御所南

田　代　　　隆 朱雀第一，朱雀第三，朱雀第七，光徳

田　中　久　男 朱雀第二，朱雀第四，朱雀第六，朱雀第八

池　渕　忠　一 高倉，洛央，錦林，新洞

城　　　武　三 六条院，崇仁，一橋，月輪，今熊野

植　田　博　之 梅小路，七条，西大路，七条第三，

亀　澤　明　男 植柳，淳風，醒泉，洛中

船　山　　　修 九条弘道，九条塔南，南大内，唐橋，陶化，東和，山王

工　藤　博　三 上鳥羽，吉祥院，祥栄，祥豊，大藪，久世西

山　岡　　　讓 新道，六原，清水，東山

藤　﨑　義　和 岩倉南，明徳，岩倉北，市原野，静原，鞍馬，花背

河　邉　和　彦 北白川，修学院，修学院第二，上高野，八瀬

小　山　憲　三 養正，養徳，下鴨，葵

拜　師　正　義 第三錦林，第四錦林，大原，松ヶ崎

大　野　寿　紀 陵ヶ岡，鏡山，音羽，西野

山　下　康　信 百々，山階南，大塚，大宅

岡　村　彌壽雄 嵯峨，広沢，嵐山，嵯峨野，高雄，宕陰

橋　村　憲　二 常磐野，宇多野，御室，花園，京北第一，京北第二，京北第三

平　野　　　昭 山ノ内，西院，葛野，西京極，西京極西

森　内　俊　嶽 梅津，梅津北，太秦，南太秦，安井

金　光　　　進 嵐山東，松尾，松陽，樫原，川岡

 堀　　　　　勝 桂，桂川，桂徳，桂東，川岡東

島　田　隆　敬 大枝，桂坂，新林，境谷

森　園　秀　治 竹の里，上里，福西，大原野

大　槻　　　惇 藤ノ森，藤城，桃山，桃山東,桃山南

後　藤　悦　夫 北醍醐，醍醐西，醍醐，春日野，日野

木　部　京　一 池田，池田東，小栗栖，小栗栖宮山，石田，白川，新道，六原，清水，東山

池之上　征　雄 竹田，伏見住吉，伏見板橋，伏見南浜，向島南

早　馬　　　優 深草，向島，向島藤の木，向島二の丸，二の丸北

江　崎　豊　喜 神川，羽束師，久我の杜，下鳥羽，横大路

植　野　良　郷 稲荷，砂川，納所，明親，美豆

中　村　宏　之 安朱 , 山階 , 音羽川 , 勧修 , 小野



第３章　スクールガード・リーダーによる小学校区の巡回指導

37

スクールガード・リーダー連絡協議会

１　これまでの活動を振り返って
〇何とか , 受持校区内にあまり事故がありませんでした

ので , ほっとしています｡
〇個人住宅から通学路の路側帯にはみだしていました

樹木を剪定して頂き , 通学歩行が安全になりました｡
〇ある学校の正門前は登下校通行禁止の時間規制がさ

れています｡ 午後からの担当日には，交差点に立ち ,
車両に規制を説明し , 迂回をお願いしています｡ 学校
にお願いをして , 規制標識以外の規制表示看板が古く
なっていましたので , 新調して貰い , 看板を見やすく
すると共に , 通行規制周知のお願いの声掛けを継続
してきました｡ 通行車両は徐々に少なくなりました，
今でも通行する車両が有りますが , 運転者から , この
前言われたがうっかりしてました , との声が返ること
があります｡ また , 歩行する学区住民から「ご苦労様」
の声が聞こえてきます｡ この活動は , 子どもの通行安
全のためさらに継続していくつもりです｡

〇子どもたち全員が元気よく大声で挨拶をするように
なってきた｡ 諸々の危機に遭遇した場合 , 大声を発す
る事が命を守るためにいかに大切かつ重要であるか
を自然に体験させた｡

〇委嘱を受けて1年目は地理・その他状況が把握出来ず
緊張気味で , 巡回コースを間違えたりしましたが3年
目に入りようやく余裕ができ , 各学校の教職員及び子
どもたちに顔を覚えて戴き , 登下校の際も遠方より姿
をみとめると双方が会釈 , 挨拶を交わし「何々君元気
か」と声を交わし笑顔で挨拶するようになり , 他の見
回り隊も父兄等お互い和やかに会釈 , 挨拶を交わし ,
生徒の身体の安全確保という使命のため業務を行い
所期の成果を上げました。特に学校側と協議の上 , 行

事予定外に日曜授業参観日等に登下校時における警
戒及び夏期休校中プール付近の巡回検索に全力を上
げ頑張りました。その結果この1年間に声掛け行為2
件と陰部露出1件のみで犯罪の抑止効果は十分にあっ
たと思います。

〇学校 ( 教諭 )・父兄 ( 地域の人 )・子ども達とも顔なじ
みが増えて , 不審事案をのぞき楽しく巡回でき , 目に
見えない効果はあったかと思っているが , 具体的効果
がみえないもどかしもある日々であった｡

〇私としては最後のお勤めとして元気に楽しく一月か
ら十二月まで務めさせて頂きました｡ ところが十月
中旬頃 , 私用で市バスを利用中腰部を強打し , 今年一
月までは多少の痛みがありましたが , どうにか務めさ
せていてできました｡ ところが段々歩行に困難を来
たし , 自転車を利用する場合はよろしいが単独歩行は
無理と認めざる得ない状況に立ち至りました｡

〇平成20年4月の中途から , スクールガード・リーダー
の仕事をさせて頂くことになり , シルバー人材セン
ターの放置自転車対策から転向させて頂き , 子どもた
ちと諸先生方や保護者の方々のふれあいがとても楽
しく感じられました｡

〇これからも継続して , 今まで以上に積極的に近隣の人
や商店主・ガードマン・中高生に挨拶と話しかけを
することが , 目に見える形での抑止力になっていくの
ではと思っています｡

〇各学校 , 地域のボランティアと連携して安全な登下校
に寄与出来た｡

〇見守り隊等 , ボランティアの活動が積極的になり , 子
どもに対する安全意識が向上した｡

〇子どもたちの登校・下校の挨拶が出来る様になった
こと｡ 挨拶をくり返して , 顔馴染みの子どもたちや地

■第一回
1 　場所　:　総合教育センター　第1研修室
2 　日時　:　平成20年8月27日（水）　午後2時から4時まで
3 　内容　:　スクールガード・リーダー活動の充実に向けて（情報交換）
■第二回
1 　場所　:　総合教育センター　第1研修室
2 　日時　:　平成21年3月9日（月）　午前10時30分から12時まで
3 　内容　:　スクールガード・リーダー活動内容の見直しについて（情報交換）
■第三回
1 　場所　:　総合教育センター　第1研修室
2 　日時　:　平成21年3月25日（水）　午後2時から3時30分まで
3 　内容　:　スクールガード・リーダー活動の充実に向けて（情報交換）
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域住民が出来た｡
〇昨年から本年にかけて , 病気 , 負傷等体調をくずし思

うように活動が出来なかったので , 本年度はしっかり
体調を整えて活動したいと思っています｡

〇各校の校長先生をはじめ先生方のご指導をいただき
ながら , 続けさせていただいていることを , 大変うれ
しく思っています｡ 引続き勤めさせていただければ
と思います｡

〇今年度は , スクールガードは , 私にとって始めての任
務であり , 子どもたちの安全を護ることに緊張の連続
でした｡

〇帰宅中の子ども , 児童館に直行する子ども , そして塾
に行く子ども , 皆 , 目的や行先がちがっても , 楽しそ
うな姿ばかりです｡ その子どもたちに声をかけ , 安
全通行を呼びかける「ただいま」とか「ありがとう」
と言葉がかえってくると ,「安全で良かった」と私の
任務の重要性を再認識します｡ 任務に誇りをもって
子どもたちの安全を護るため頑張ります。

〇五校を担当していますが , 校区の環境が違いますので
巡回中 , 危険地点等を見守っていますが , 幸い今年度
は子どもに対する問題発生は今のところありません。
しかし , 交通問題については , 保護者 , 高齢者に問題
点が多く見かけ子どもの安全のため , 学校長等に話し
合って , 子どものためにしっかり守ることを申し込
み , 今のところ事故等が全くなく安心している。

〇見守り組織との連携により，声掛け事案は数件に減
少。子どもたち・保護者から信頼の確保 ( 急病・転倒・
口論等10件余対応 )。地域住民からの挨拶も増加し ,
巡回活動の励みになっている。

〇学校とは情報を共有し , 見守り隊組織づくりの助言 ,
電話事件への対応と安全活動 , 避難訓練・学校行事へ
積極的に参加し助言。

〇見守り隊・ＰＴＡとは，啓発活動（見守り隊会議・
地域委員会・親子防犯教室・交通安全教室・110番い
えラリー・年末一斉パトロール・パレード等）に出
席参加し助言。

〇子どもたちに対する悪質，悪戯，脅迫電話事案が発
生するも，学校，各種団体，地域方々の総力をあげ
ての取組みの結果以後の発生を防止することができ
た。

〇平成20年度に開催された，講習会や活動地域を担当
する所轄の下鴨・川端の意見等を参考として活動が
出来ました。今後とも，交番を含めた関係者との情
報交換を重ねて実施したいと思います。

〇活動の際に「お早う。」「お帰り。」と声掛けを行って
いますが，子どもたちも返事を返してくれますので
楽しく行ったところです。

〇学校周辺及び通学路の安全点検活動により，放置自
転車等について交番に通報，盗難被害自転車11台（既

届4台，未届7台）を被害者に返還する。持ち主不明
で長期放置の自転車3台については，京都市自転車対
策課に通報し撤去した。

〇小学校正門前の破損したガードレールについて，道
路管理者に通報し即刻修理。

〇通学路に面するマンションの生垣が繁り，かなり道
路にはみ出し通行車両や歩行者に迷惑な状態である
ことから，管理会社に連絡したところ翌日剪定。等
通学路の安全確保を行った。

〇事故・事件等の発生については，これまでの経過を
見ると人のり集している場所，人と車の流れのある
場所等「こんな所で」という場合が多い。自分なり
の要警戒 , 要注意場所等を組み立て駐留地点等を配慮
実施している。結果 , 発生は見なかったものです。

〇この活動に従事して4年が経過しようとしているが ,
地域の子どもを守り , 安全が確保できたことに達成感
を感じています。また , 地域の諸団体等を主体とした
見守り隊の活動も若干の差があるにせよ , 機能し , そ
の成果が拳っていることを感じています。

〇制度発足4年が経過して , 地域見守り隊の方々とも笑
顔で情報交換するなど , お互いの活動を理解しながら
この盛り上がりを広げる事につとめた。

〇登校時では高学年生が引率のもと , 集団登校が励行さ
れ安心安全が確保されているが , むしろこれ以外の遅
刻児童に対する援護と元気付けが必要だった。

〇下校時関係では , 特に危険場所等の重点パトロールが
大切であり , 地域ボランティア皆様方の鋭意監視活動
により , おおむね平穏に移推した。

〇子どもたちに対しては , それなりの効果出ているよう
に思う。

〇 PTA, 見守り隊に対して , 全国的に , 平穏無事なため ,
関心が希薄し活動が鈍く継続することの困難さが浮
彫となっている。この事は今後も続くものと考えれ
ば , 益々 , 活動の鈍化は避けられない。地道な活動を
通じて ,PTA, 見守り隊への浸透影響をと願っている。
一部その効果の出ているところもある。

〇スクールガードも数年やってまいりましたが , この間
1度も事故 , 事件もなくほっとしています。私は , 常
に学校 , 地域の方々から不審者の情報を把握するよう
に努めてまいりました。巡回時は , 巡回道順など毎回
同じようにならないよう気をつけています。今やそ
の効果が薄れたのか全く不審者も出ませんでしたし ,
事件も発生しませんでした。今後も全力で子どもた
ちを守っていきたいと思っています。

〇学校によっては , 校長先生等から異常の有無等を報告
してもらいコミュニケーションがよく取れています
が , 中にはやや無関心な場合も見られます。

〇今年度 , 現在までのところ学童事故が発生していない
のが一番嬉しいことです。
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〇受持ちの各校に於いて大事の発生がなかったことが
幸いです。

〇6月16日 , 学童下校後 , 犯人からの電話による呼び出
し事件が発生 , 車の中に連れ込まれ写真を撮られてい
る。

〇4月上旬 , 登校時 , 車両のバックミラーで学童がケガ ,
車はそのまま逃走したが事後捜査により犯人検挙。

〇10月16日11時頃 , 職員室に20～30歳位の男から「学校
の子がエッチしていた , これからそちらに行く」と電
話が有り , 学校の授業は午前中で打ち切り , 全校生を
帰宅させた。

〇特に問題はありません。担当している学校が無事故
で一年を迎えられホットしております。

〇パトロール中に取扱った事業は22件であった。
　・ 放置バイク , 自転車 (7件 )・不良雑誌放置 (4件 )・自

転車二人乗り (5件 )・ゴミ散乱 (2件 )
　・ トラブル仲裁・通学路見直し進言・警備員配置申

入れ・花火遊び
〇不審者被害情報8件で悪質な痴漢・下半身露出・殺害

予告のいたずらメモ等であった。
〇安全推進会議・行事参加を積極的に行った。
〇保護者・地域住民・中学校教職員に至るまで , 活動に

対する期待・感謝・信頼度が向上してきた。
〇保護者活動の対象である児童はもとより , 中学生・同

卒業生に至るまでコミュニケーションが図れるよう
になった。

〇登下校時の児童の負傷・嘔吐等に対する救護
〇学校安全の中核となる2つの時間帯のうち , 登校時に

かたより , 必要性の高い午後には実質的なセキュリ
ティが見られない。我々の存在は過去4年間で登校時
のみの動機付けにすぎなかつたのか疑問である。

〇経験を生かして工夫しながら , 通学路の点検・巡回を
実施しましたが , 効果 ( 成果 ) が上がったかどうかと
思いながら活動を続けました。担当校区で重大な事
案が発生していないので今後も努力したいと思いま
す。

〇マンネリ , 情性に陥ることなく , 緊張感を持って活動
に専念できた。

〇前年同様 , 自転車と徒歩併用により , 路地裏も含めた
きめ細かい活動につとめた。

〇通学路等における , 交通事情，道路 , 建築工事等の危
険箇所の実態把握と学校側に対する情報提供と指示
に努めた。

〇地域の安全見守り隊，ボランティア活動者等に対す
る安全情報の交換等に努めた。

〇学校着後 , 学校周辺の異常の有無 ( 不審人物等 ) の確
認後，登下校時の点検 , 登校が始まれば , 自転車にて
できる限り多くの通学路の再点検。児童の登校後校
庭で遊び ( 体操等 , 教室に全員が入る ) 安全監視後 ,

学校周辺の再点検。

２　今後の活動に向けて
〇巡回時間が約1時間では , 少々短いので , 都合が付け

ば長くすることを努力致します｡
〇ある学校の正門出入口角の道路際に , 垣根に植える樹

木が大きくなり一部が道路にはみ出して , 子どもたち
出入りの見通しが悪くなっています｡ 学校には安全
確保のため道路際の樹木1本を切って貰うようお願い
します｡

〇安全指導活動を受託して2年が経過します｡ 集団登校
の班長が中学生となる等 , 中学生にも顔見知りが出来
ています｡ 朝顔をあわしたら中学生から「おはよう」
の声が掛かります｡ 継続することは有意義なことと
思っています｡

〇これまで通り , 挨拶の大切さを継続実施していきた
い。

〇4年目に入り , 各学校の特色が段々と判明してきまし
た。主要任務である不審者の発見に裏通りや児童公
園内 , 駐車場等の巡回検索は勿論の事ですが , これと
平行して自動車の交通量は依然として多く , この交通
事故防止問題について学校及び他の団体の行事にも ,
積極的に参加したいと思っています。

〇登下校時の対応が同じではなく , 地区のボランティア
の多い所については , 見直しを機会に中止しても良い
と思える学校もある｡

〇スクールガード・リーダーは私の好きな仕事ですが ,
やはり体を痛めた状況では皆様にご迷惑をお掛けす
るのが目に見えていますので , 交代さて頂きたいと思
います｡

〇平成21年度は2年目に入りますので , さらに前年度の
活動を省りみて , より良きスクールガード・リーダー
の活動を実施させて頂きたいと思っています｡

〇特に校区 ( 通学路を含む ) に死角になっている所がな
いか，再点検してみようと思う｡

〇子どもたちの安全な登下校には声掛けが大事なため ,
今以上に実践する｡

〇本年同様，子どもの事件事故の皆無を願いパトロー
ル等に励みたい｡

〇声掛けにより , 地域住民の意識を高めて行きたい｡
〇登校時の安全確保 , 下校時の課題 , それぞれ意義があ

りますが , 登校時の方に力点が置かれるのは , 自然の
成りゆきのように思われます｡ 今後も自分なりに考
えを深めてゆきたいと考えています｡

〇次年度は , 私としては午前と午後の両方のスクール
ガード・リーダーの任務を遂行させて頂きます , 現在
4校を1校加えて5校を任務の対象として頂きたい。子
どもたちの安全を護ることに全力を尽くします。

〇今年度の環境を目安に次年度も , この交通関係と不審

39



「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」報告書

4040

者の様子を見守って更に検討していきたいと思いま
す。

〇ある学校の小学校運営協議会委員として，校区に対
応し，学校の安全，登下校での安全の取組み等の各
施策を進めていきたい。

〇見守り隊等組織の定着化に伴い，その具体的活動へ
の働きかけに努めたい。

〇子どもたち自身が交通事故，犯罪被害等から回避す
るための，親子防犯教室・交通安全教室等の実施校
区の効果的施策を紹介し，安全確保に結実させてい
きたい。

〇管轄警察署と校区内交番との連絡，連携を図ってい
きたい。

〇来年も気を緩めることなく，緊張感を継続して各種
事案を未然に防止すべく取組んでいく覚悟である。

〇担当する学校も熱心に連携を密にしてくれています。
中には，やや連絡に消極的な学校が見られるのは残
念です。お互いに意見を交換しつつ活動が出来れば
と念じています。また，地域のボランティアの方が
熱心に活動しているところは，活動にあたっての目
的意識の雰囲気が違う感じです。中には父兄が漫然
と立っているところが見られます。学校の働きかけ
の違いかも知れません。この点でも，学校間格差が
あるように感じました。地域を挙げて子どもを護る
雰囲気づくりが課題であると感じました。次年度に
は，この点が克服できればと思います。

〇公園・細街路等重点に，「見せる」「目立つ」パトロー
ルを実施する。地域住民に積極的に声掛けをし , 防犯
意識を高めていくように意識つけたい。

〇経験等に頼り過ぎると策に溺れることも無きにしも
あらずで講習会での知識やその他の〇〇により更に
生徒のパートナーとして活動したいものです。

〇地域の見守り隊と連携を密にして , 背伸びせず , 息の
長い活動として取り組みたいと思っています。

〇新入学児童に対する交通ルールの優しい指導徹底。
( 特に各種の緊急自動車走行時の心構え等について。)

〇地域見守り隊との登下校時事前パトロールやさみだ
れパトロール , 又 , 朝の授業開始直後の校舎内・外の
事後パトロール等実践計画。

〇私は , 見守り隊のひとつのモデルとして率先垂範して
いるつもりであるが , 主力は見守り隊である。見守り
隊 , 特に PTA 活動の見守り活動の強化のため , 連携 ,
協力が必要と考え , 各種会合等への参加が重要と思え
る。

〇21年度も事件・事故のないよう創意工夫して努力し
ていきたいと考えています。また，先生方と連携を
図り絶対に事件の発生がないようまい進していきた
いと思っています。

〇学童がもう少し元気で登校するようこちら側から声

掛けを強くやっていきたいと思います。プラス管内
巡回 ( 警戒 ) の強化。

〇ある学校については , 地域の人々による見守り活動が
充実しているため , 当方は , はぶいてもらっても良い
のではないかと思われます。

〇 PTA, 見守り隊 , 学校 ( 教職員・児童 ) に対して積極
的な声掛けに努め , 不審者情報を早めに入手して犯罪
発生予測場所を , きめ細かく把握し犯罪防止に努め
る。

〇スクールガードの安全活動をアピールすることに
よって幅広い住民参加を促し , 見守り活動の活性化に
努める。

〇パトロール活動を通じて地域住民と一層の親近感を
深め , 理解者・協力者を増やすよう努める。

〇各校区とも地域活動としての見守り活動の活性化・
推進

〇地域社会への発展は明治以来 , 小学校の存在が極めて
重要な要素であった。そして , 各校の校長の熱意と努
力が不可欠であることを痛感している。我々単なる
現場の一員であり , その立場の弱さを憂う。

〇地道に愚直に巡回・点検等 , 登下校時の安全確保を努
める。

〇地域の見守り隊の方々と連携して効果的な活動を実
施したい。

〇前年同様 , 校区内の実態把握と安全情報等の積極的な
交換等に努める。

〇地域の児童 ,PTA の方々等 , 挨拶のない人が結構多い。
こちらからさならる積極的な挨拶等の声掛けに努め
る。

３　その他
〇少し時間に余裕の出来た老人会の方が , 子どもの通学

安全の見守りに組み入れ出来ないかと思っています｡
〇一部学校では登下校時に裏門付近の警戒が表門より

比較して弱く , 施錠等について緩和なように見受けま
す。

〇ときどき不審者の出没で配慮巡回している学校や見
守り隊が少ないので気配りしている学校もある｡

〇昨年には , 自己の不注意により自転車走行中にガレー
ジから出庫してきた自動車に衝突してしまい , 活動の
予定を変更させて頂くアクシデントが発生しました
ため，ご迷惑をお掛けして誠に申し訳ありませんで
した｡

〇制帽・ウインドブレーカ等 , 支給品の新規支給は継続
者に対しては支給の必要はないと思います｡

〇子どもたちの朝の元気な〝あいさつ〟これは学校の
中でも管理者の姿勢と指導によって大きく左右され
るように思います｡

〇活動する日が , 雨降りもあるので , ウインドブレーカ
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と同じ色のレインコート ( 上・下 ) 着を貸与して欲し
い。

〇子どもに対する犯罪等が他地方で発生しております
が , 自分達の住んでいる所は問題ないと思っている保
護者も居ますが , この点が問題点でありますし , 自分
の子どもだけを守る人ばかりであり , この点も考えて
いく必要があります。

〇担当校区内で，安全活動取組の低調な校区につき，
学校と連携し，働きかけを強めていきたい。

〇学校，地域間において，子ども見守り活動への取組
に温度差が認められる。各種団体との連携強化を一
層図る必要が痛感される。

〇卒業式，運動会，発表会等に来賓として招待され感
激した。また，昨年3月感謝の会で手作りの感謝状と
ともに花束をいただいた，今年も感謝の会に招かれ
ている。

〇学校 , 地域により温度差は認められますが , 中には学
校の用務員様が身分を告げ顔を知っているにもかか
わらず , 門をあけずに立ち去ったり挨拶もしても返事
をしなかったりと地域の見守り隊にも見られます。

〇 PTA を主体とした , 見守り活動が , 今一つ物足りな
いと感じています。

〇学校行事予定表の一欄に低学年の下校時間を入れて
頂きたい。

〇学校からの情報は非常に大切です。小さな情報でも
連絡していただけるようお願いいたします。

〇下校時の警戒活動 ( 保護者等の協力 ) について , 先生
方と共に考えてみたいと思います。

〇低学年に , 自損転倒事故が目立つ , いづれも軽症であ
り , 学校 , 又は家族に引き渡している。応急処置とし
てマキュロンを携帯使用している。

〇スクールガード・リーダーの増員・ボランティア化
〇経費節減について　①装備　②校区数　③時間帯　

④勤務時間　⑤従事人員
〇下校時間帯の活動を多く計画してほしい。
〇前年度同様 , 児童会主催による感謝の会に招かれ , 手

作りの感謝状等いただき , 大きな励ましをいただい
た。
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１ 趣旨
　 　学校や通学路における事件・事故が大きな問題

となっている近年の状況を踏まえ、子どもたちが
安心して教育を受けられるよう、家庭や地域の関
係機関・団体と連携しながら、学校の安全管理に
関する取組を一層充実する必要がある。

　 　このため、各都道府県・政令指定都市において、
地域との連携を図り、地域のボランティアを活用
するなど地域社会全体で学校安全に取り組む体制
を整備し、安全で安心な学校を確立するための各
種取組を行う。

２ 委託事業の内容
（1）スクールガード養成講習会の開催
　 　学校や通学路で子どもたちを見守る学校安全ボ

ランティア（以下「スクールガード」という。）
を養成するための講習会を開催する。

（2） スクールガード・リーダーによる学校の巡回指
導と評価等の実施

　 　防犯の専門家や警察官ＯＢ等をスクールガー
ド・リーダーとして委嘱し、スクールガード・リー
ダーによる各学校への定期的な巡回、学校に対す
る警備のポイントや改善すべき点などの指導と評
価やスクールガードに対する指導を実施し、地域
ぐるみで効果的・継続的な子どもの安全確保に向
けた体制を整備する。

（3）実践的な取組の実施
　 　都道府県又は政令指定都市の区域から一定の地

域を「モデル地域」として指定し、スクールガー
ド等を活用しつつ、地域社会全体で子どもの安全
を見守る体制を整備する取組を実施する。

３ 事業の委託先
　 　都道府県教育委員会又は政令指定都市教育委員

会（以下「教育委員会」という。）とする。

４ 委託事業の実施方法
（1）スクールガード養成講習会の開催
　 　教育委員会は、都道府県又は政令指定都市のス

クールガードができる限り講習会に参加すること
ができるよう、開催場所、開催回数等に配慮する。

（2） スクールガード・リーダーによる学校の巡回指
導と評価等の実施

　① 教育委員会は、防犯の専門家や警察官ＯＢ等を
スクールガード・リーダーとして委嘱する。な
お、委嘱する人数については、学校や地域の実
情を踏まえて、弾力的に定めることができる。

　② スクールガード・リーダーは、１人が複数の小
学校について各学校への巡回指導と評価やス
クールガードに対する指導を実施する。なお、
各スクールガード・リーダーが担当する学校数
については、学校や地域の実情を踏まえて、弾
力的に定めることができることとし、幼稚園、
中学校、特別支援学校等も対象とすることがで
きる。

　③ スクールガード・リーダーを委嘱するに当たっ
ては、市区町村教育委員会等関係機関と十分に
調整を行うこととする。

　④ 教育委員会は、事業の円滑な実施を図るため、
必要に応じて「スクールガード・リーダー連絡
協議会」を設置する。

（3）実践的な取組の実施
　①モデル地域の指定
　　 教育委員会は、次の点に留意して、「モデル地域」

を指定する。
　　・ モデル地域は、防犯に関する実践的な取組を

実施する地域とし、１地域を指定する。ただ
し、必要に応じて複数のモデル地域を指定す
ることができる。

　　・ モデル地域は、原則として小学校が複数校参
加する地域とする。なお、学校や地域の実情
を踏まえて、幼稚園、中学校、特別支援学校
等も対象とすることができる。

　　・ モデル地域を指定するに当たっては、市区町
村教育委員会等関係機関と十分に調整を行う
こととする。

　　・ なお、防災に関する実践的な取組を実施しよ
うとする場合に留意すべき事項については別
に定める。

　② モデル地域においては、事業の円滑な実施を図
るため「推進委員会」を設置する。

　③ 推進委員会は、都道府県教育委員会、政令指定
都市教育委員会、市区町村教育委員会、実践的

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業委託要項
平成19年３月26日

スポーツ・青少年局長決定
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な取組に参加する学校、関係機関（警察署、消
防署等）、ＰＴＡ、自治会、地区防犯協会、防
犯ボランティア団体、青少年団体の関係者、学
識経験者等で構成する。

　④ 事業の実施に当たっては、スクールガード・リー
ダーやスクールガードと連携を図り実施するこ
ととする。

（4）その他の留意事項
　① 上記（1）、（2）、（3）の事業については、原則

として全て実施することとする。
　② 上記（2）、（3）の事業は、国立学校及び私立学

校も対象とすることができる。この場合、教育
委員会は、事業の円滑な実施が図られるよう、
関係機関と連携することとする。

　③ 教育委員会は、本事業の取組を域内に普及する
ため、成果等については、報告書等の配布、講
演会や研究発表会の開催等により公表するよう
努めることとする。

　④ 本事業を実施するに当たっては、特に警察との
連携を密接にするよう努めることとする。なお、
文部科学省と警察庁とが連携し、学校内外の安
全体制の確保のために行う「地域・学校安全安
心プロジェクト」の実施に必要な事項について
は別に定める。

５ 委託期間
　 　本事業の委託期間は、委託を受けた日から当該

年度末日までとする。

６ 委託手続
（1） 教育委員会が事業の委託を受けようとするとき

は、事業計画書（別紙様式１）等を文部科学省
に提出すること。

（2） 文部科学省は、上記（1）により提出された事
業計画書等の内容を審査し、適切であると認め
た場合、委託する教育委員会を決定し、当該教
育委員会と委託契約を締結する。

７ 委託経費
（1） 文部科学省は、予算の範囲内で事業に要する経

費（諸謝金、旅費、借損料、印刷製本費、消耗
品費、会議費、通信運搬費、雑役務費、再委託
費）を委託費として支出する。

（2） 文部科学省は、事業の委託を受けた教育委員会
が委託要項又は委託契約書に違反したとき、又
は委託事業の遂行が困難であると認めたとき
は、委託契約を解除し、経費の全部又は一部に
ついて返還を命じることができる。

８ 再委託
　 　本事業の全部を第三者に委託（以下「再委託」

という。）することはできない。ただし、本事業
のうち、再委託することが事業を実施する上で合
理的であると認められるものについては、本事業
の一部を再委託することができる。

９ 事業完了（廃止等）の報告
　 　本事業の委託を受けた教育委員会は、本事業が

完了したとき、廃止又は中止（以下「廃止等」と
いう。）の承認を受けたときは、委託事業完了（廃
止等）報告書（別紙様式２）及び支出を証する書
類の写を、文部科学省に提出しなければならない。

10 委託費の額の確定
（1） 文部科学省は、上記９により提出された委託事

業完了（廃止等）報告書について審査及び必要
に応じて現地調査を行い、その内容が適正であ
ると認めたときは、委託費の額を確定し、教育
委員会へ通知するものとする。

（2） 上記（１）の確定額は、事業に要した実支出額
と委託契約額のいずれか低い額とする。

11 その他
（1） 文部科学省は、教育委員会による本事業の実施

が当該趣旨に反すると認められるときは、必要
な是正措置を講ずるよう求めることができる。

（2） 文部科学省は、必要に応じ、本事業の実施状況
及び経理処理状況について、実態調査を行うこ
とができる。

（3） この要項に定めるもののほか、本事業の実施に
当たり必要な事項については、別に定める｡
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